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東京都震災復興マニュアル

図１　東京都震災復興マニュアルの構成

はじめに

　首都直下地震など、東京が大規模な地震で被災した場合、その後、長い年月をかけ、
計画的に震災復興を進めていかなければなりません。それには、国や自治体はもちろ
んのこと、被災者自身をはじめ、ＮＰＯ、ボランティア、専門家、企業などの幅広い
参画が必要となります。

　この東京都震災復興マニュアル「復興プロセス編」は、多くの都民や団体が協働し
連携して取り組む「地域協働復興」を提案し、自助・共助・公助の連携による復興や
基本的な考え方を示すとともに、住民が積極的に復興を進めるための仕組み等を提示
することで、復興のプロセスを明らかにしています。

　復興を進める際には、地域の実情を踏まえ、本書を柔軟に活用してください。

　東京都震災復興マニュアルには、都民の皆様向けの本編「復興プロセス編」のほかに、
行政職員向けに別途作成している「復興施策編」があります（図１）。

　「復興施策編」は、都市の復興、住宅の復興、産業の復興、くらしの復興といった
分野別に行政が実施する具体的な施策で構成されています。

復興プロセス編
（都民一般向け）

復興の基本的な考え方や住民主体の復

興を進めるための仕組み等で構成
平成15年3月作成（平成28年3月修正）

復興施策編
（行政職員向け）

「都市の復興」「住宅の復興」など分野別

に行政が実施する具体的な施策で構成
平成15年3月作成（平成28年3月修正）

（１）本編について

（２）東京都震災復興マニュアルの構成
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　東京都震災復興マニュアルは、平成 24 年 4 月、東京都防災会議が「首都直下地震
等による東京の被害想定報告書」で示した被害想定を踏まえたものとしています。被
害の概要は次のとおりです（表 1）。

　東京都の被害想定では、阪神・淡路大震災と比べ、特に火災による建物被害が大き
くなるとされています。

都の被害の概要

首都直下地震 海溝型地震 活断層で発生
する地震

東京湾北部地震
（Ｍ7.3）

多摩直下地震
（Ｍ7.3）

元禄型関東地震
（Ｍ8.2）

立川断層帯地震
（Ｍ7.4）

条件 冬の夕方18時・風速8ｍ/ 秒

死者※1 9,700人 4,700人 5,900人 2,600人

原
因
別

揺れ 5,600人 3,400人 3,500人 1,500人

火災 4,100人 1,300人 2,400人 1,100人

負傷者 147,600人 101,100人 108,300人 31,700人

（うち重傷者） （21,900人） （10,900人） （12,900人） （4,700人）

原
因
別

揺れ 129,900人 96,500人 98,500人 27,800人

火災 17,700人 4,600人 9,800人 3,900人

建物被害 633,800棟 469,100棟 490,300棟 173,300棟

原
因
別

揺れ（全壊） 116,200棟 75,700棟 76,500棟 35,400棟

揺れ（半壊） 329,500棟 329,600棟 305,700棟 87,600棟

火災※2 188,100棟 63,800棟 108,100棟 50,300棟

避難者の発生
（ピーク：一日後） 339万人 276万人 320万人 101万人

経済的被害 － － － －

（参考）過去の震災

阪神・淡路大震災
平成7年1月17日

東日本大震災
平成23年3月11日

震源：淡路島北部
( Ｍ7.3)

震源：三陸沖 
( Ｍ9.0)

－ －

 6,405人  21,895人

－ －

－ －

40,092人 4,539人

（10,494人） （526人）

－ －

－ －

247,991棟 358,425棟

104,004棟 117,765棟

136,952棟 240,660棟

7,035棟 －

－ －

約9兆9千億円 約16兆9千億円

表１  被害の概要

( 備考 )
・都の被害の概要：「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」（平成24年4月）より作成。各数値は概数である。
・阪神・淡路大震災：死者・負傷者・建物被害は、消防庁「阪神・淡路大震災について（確定報）」（平成 18 年
5 月 19 日）、経済的被害は、兵庫県「阪神・淡路大震災の復旧・復興の状況について」（平成 27 年 1 月）より
作成。各数値は、兵庫県の被害を指す。
・東日本大震災：死者・負傷者・建物被害は、消防庁「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）
について（第 153 報）」（平成 28 年 3 月 8 日）より作成。各数値は岩手県、宮城県、福島県の被害を指す。経
済的被害は、会計検査院「会計検査院法第 30 条の 3 の規定に基づく報告書」（平成 24 年 10 月）より作成。数
値は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県、その他（県別の分類が困
難なもの又は被災 9 県以外の都道県に所在するもの）の被害を指す。
※ 1 死者：阪神・淡路大震災及び東日本大震災は、関連死、行方不明者含む。
※ 2 火災による建物被害：都の被害の概要は焼失の件数、阪神・淡路大震災は全焼の件数。

（３）対象とする災害
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　東京都震災復興マニュアルは、社会経済状況の変化や新たな災害関連制度の動向等
を踏まえ、不断の見直しが必要です。見直し作業は、有識者で構成された震災復興検
討会議の助言を得ながら、都の関係部局や区市の代表からなる震災復興検討委員会に
おいて組織的に行っていきます。

　東京都震災復興マニュアルに記載する事項については「東京都地域防災計画※」に
位置付け、復興対策を推進します。

　本編は、震災後における復興の基本的な考え方やプロセス等を都民の皆様に示すこ
とにより、都民と東京都、区市町村が協働して地域復興に取り組むために作成したも
のです。この中には、区市町村が取り組む施策も掲げていますが、これは区市町村の
多様な取組のうちの一例として示したものです。

　なお、区市町村においては、各地域の復興マニュアルの作成が進んでおり、地域の
実情に応じて、自らの判断で施策を展開することになります。

※地域防災計画：災害対策基本法により都道府県と区市町村に作成が義務付けられている計画。地域における
　災害の予防対策、応急・復旧対策等について定めることとされている。

（４）東京都震災復興マニュアルの見直し

（５）東京都地域防災計画との関係

（６）区市町村における取組との関係
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第１章　復興の基本的な考え方

　復興に携わる多くの関係者が、心をひとつにして取り組んでいくためには、復興の
基本目標を明確にしておく必要があります。

　このため、本編では、東京の震災復興の基本目標を、「東京都長期ビジョン※」（平
成 26 年 12 月）で掲げられた、「安全・安心な都市の実現」「世界をリードするグロー
バル都市の実現」を基本理念として、次のとおり定めます。

　復興のためには、被災者である都民と行政が協力し、更にＮＰＯ、ボランティア、
専門家、企業などの広範な人々や団体が協働と連帯のもとに、取組を進めなければな
りません。

　大規模な被害を受けた首都東京の一日も早い復興には、まず被災者自らが主体的に
行動し、次に自らのまちは地域で協働して再建を図るという、自助・共助に根ざした
住民主体の復興が求められます。そしてこれに加え、ＮＰＯ、ボランティア、専門家、
企業などの活動や都・区市町村による多様な施策が的確に機能することで、初めて自
助・共助と公助が相互に力を発揮した復興が可能となるのです。

　復興に際しては、災害に強い安全なまちづくりに努めるとともに、誰もが安心して
暮らせるよう、雇用、福祉、保健、医療などの施策を総合的かつ計画的に進めること
が重要です。

　さらに、東京の政治・経済中枢機能や国際都市機能を回復するために、都市活動を
迅速に再開させ、にぎわいを取り戻すことに力を注がなければなりません。

１ 復興の「基本目標」

＜基本目標＞

協働と連帯による「安全・安心なまち」「にぎわいのある首都東京」の再建

※東京都長期ビジョン：「『世界一の都市・東京』の実現」という、東京が目指す将来像を達成するための基本目
標や政策目標、その達成に向けた具体的な政策展開、更には 3 か年の実施計画などを明らかにしている。また、
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催時とおおむね 10 年後の東京の姿を示している。
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２ 復興を進める「５つの視点」

自  助 共  助

個  人 地  域

復  興

公助による支援

連携

連携

連携

連携

公  助

行  政

住民主体の復興

ＮＰＯ

ボランティア

専門家

企業

図２  住民主体の復興と公助による支援

　復興を進めるためには、まず被災者自らによる取組（自助）が基本となります。

　しかし、被害規模が大きくなるにつれて、個人の力では解決が困難な様々な課題や
まちづくりなど地域で取り組むべき課題が噴出してきます。こうした課題に対処し復
興を進める上では、ＮＰＯ、ボランティア、専門家、企業などと連携を図りながら、
地域が持っている力（地域力）を生かした住民主体の復興が大きな力を発揮します。「地
域力」とは、様々な地域の課題を地域の人々が、地域の人々のために解決し、互いに
支え合う力、いわば “ 共助の力 ” といえます。

　これらの自助・共助に基づく住民主体の復興を、行政は、ＮＰＯ、ボランティア、
専門家、企業などと連携して支援します（公助・図２）。

　復興の基本目標達成に向けて「復興を進めるための視点」として、次の５つを定め
ます。

視点１
自助・共助に基づく住民主体の復興と公助による支援

5つの視点
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　一日も早い都市・地域の復興を進めるためには、地域住民ができる限り早く被災前
に住んでいた地域に戻り、自分たちの地域の復興のあり方や将来像等について議論を
深め、連携・協働して地域づくりに取り組まなければなりません。

　本格的な復興までの時限的な生活の場を、地域住民の協働により確保する必要があ
ります。

　平常時から地域づくり活動など地域の課題に積極的に取り組んでいるところでは、
被災後の地域復興に速やかに取り組むことが可能となります。

　住民自身のこうした取組を促すため、行政は、地域との連携の仕組みを準備するな
ど、平常時における地域づくり活動への支援が必要です。

　復興に向けた課題は多岐にわたり、これらは地域の中で複雑に絡み合っています。
震災後の復興を進めるに当たっては、都民の生活再建、それを支える都市づくり及び
経済再建の相互連携により、総合的な地域づくりを進めていくことが重要です。

　復興事業の実施に当たっては、被災者がそれぞれの状況に応じた生活再建の道を選
択できるよう、多様な支援策や手法を用意し、それらを組み合わせることが重要です。

　また、高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人等の要配慮者への適切
な対応も必要です。

視点２

視点３

視点４

視点５

被災者の状況に応じた多様な復興プロセスへの対応

本格復興までの時限的な生活の場の確保

平常時からの地域づくり活動への支援

生活再建、都市づくり及び経済再建の連携による総合的な地域づくり
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３ 復興を進める「５つの方針」

　大規模な震災に遭遇した被災者は、「早く住む場所や営業を再開する場を確保した
い・・」という基本的な要求から始まり、「今住んでいる所から離れたくない・・」「地
域の文化や特徴を壊さずにまちの再生ができたら・・」「自分達の意見を地域づくり
に取り入れてほしい・・」という地域の復興に関する思い、そして「被災住宅の応急
修理の支援があれば・・」「一日も早く働きたい・・」等々といった様々な思いを抱
きます。また、その思いは、復興の段階によって変化していくものと考えられます。

　復興を進めるに当たっては、被災者のこうした思いを受け止め、多様できめ細やか
な施策を展開する必要があることから、前述の「5 つの視点」を踏まえ、次のとおり「5
つの方針」を定めます。また、方針と併せて都の主な施策も示しました。

主な施策　◎　地域復興協議会（P11 以降参照）の組織、活動内容などを規定した「地　
あ域協働復興推進条例」モデルの区市町村への提供 (P14)

　　　　　◎　都市復興模擬訓練の実施による、区市町村職員の養成 (P14、52)

主な施策　◎　「災害復興まちづくり支援機構※ 1」を構成する専門家職能団体との専
あ門家派遣等に関する協定締結（P15、49、52)

　　　　　◎　東京都災害ボランティアセンター設置による、区市町村と連携した、
あ一般ボランティア※ 2 の活動への支援（P49）

5つの方針

方針１

方針 2

地域復興の課題、将来の市街地像や地域づくりの進め方について、地
域の皆さんが速やかに協議を始められるよう支援します。

地域の様々な課題にきめ細かく対応するため、ＮＰＯ、ボランティア、
専門家、企業などによる支援体制を整備します。

※ 1 災害復興まちづくり支援機構：各種専門士業団体が連携し、災害復興に関する様々な支援活動を行っている団
体。災害時には専門家を派遣し、復興を支援。平常時の都との連携としては、都が実施する都市復興模擬訓練へ
の協力や都と共催でのシンポジウム開催等がある。一部の区の復興まちづくり訓練にも参加

※ 2 一般ボランティア：専門知識・技術や経験に関係なく労力等を提供する（避難所運営支援やがれき撤去等）ボランティア



8

主な施策　◎　仮設建築物のための用地の一時賃借や、仮設建築物整備のための各種
あ支援 (P22)

　　　　　◎　工場・商店街等の再建までの一時的な事業スペースの確保に関する各
あ種支援 (P42)

主な施策　◎　入居者の様々なニーズに配慮した応急仮設住宅等※ 1 の供給 (P36)

　　　　　◎　高齢者等の居住安定のための住宅再建支援事業 (P38)

　　　　　◎　被災離職者への生活支援、再就職に向けた求人開拓・職業訓練の実施
あ（P43）

　　　　　◎　ひとり暮らしの高齢者宅等への緊急通報システム、火災安全システム
あ及び訪問支援体制の整備 (P48)

　　　　　◎　生活基盤に著しい被害を受けた被災者に対する、生活資金貸付等の実
あ施 (P48)

　　　　　◎　災害時に住家被害認定調査※ 2、り災証明書※ 3 発行、被災者台帳※ 4 作
あ成等を迅速に行えるシステムの、区市町村への導入促進（P49）

主な施策　◎　公的住宅等の空き住戸の活用、民間賃貸住宅の借上げ、他の道府県　　　　　
あでの応急仮設住宅等の確保による応急的な住宅の整備 (P31、36、37)

　　　　　◎　都市居住再生促進事業※ 5 を活用した建設費の補助等による、民間住宅
あの供給促進 (P38)

方針３

方針４

方針５

被災時に住んでいた地域にいち早く戻り、地域の皆さんが、地域の将
来像をじっくりと話し合うために、時限的市街地など時限的な生活の
場づくりを応援します。

被災者の状況に応じた、多様な施策を用意し、避難生活期から本格復
興までの連続的な復興を推進します。

多様な事業主体や手法により居住を確保します。

※ 1 応急仮設住宅等：災害救助法が適用された地域において、災害により住家を滅失し、自己の資力によっては居住する住家を確保
できない被災者に、応急的に供給する住宅（公的住宅等の空き住戸の活用、新規建設による仮設住宅、民間賃貸住宅の借上げ）

※２住家被害認定調査：被災から１か月程度の間に、区市町村職員により、被災地区内の住宅の被害の程度（全壊、半壊等）を認定
するための調査。この調査結果に基づき、被災者に対してり災証明書が発行される。

※ 3 り災証明書：区市町村が住家被害認定調査を行い、確認した被害程度（全壊、半壊等）について発行する証明書で、区市町村長
に発行が義務付けられている。義援金や税減免等の各種被災者支援の適用を受けるには、このり災証明書の交付を受けているこ
とが必要

※ 4 被災者台帳：支援状況、配慮事項等、被災者に関する情報を一元的に集約し、区市町村が作成する台帳。被災者支援の「漏れ」
や「重複」をなくし、中長期にわたる支援を総合的かつ効率的に実施することが目的。被災者援護に必要な限度で台帳情報を利用
する地方公共団体には被災者台帳の情報を提供することも可能とされている。

※ 5 都市居住再生促進事業：地域の特性に応じた都市型の居住機能の再生等を行い、市街地環境の整備と良質な市街地住宅の供給を
図るため、建築物の建替えや土地利用の共同化、高度化を図り防災性の向上と良質な住宅供給に寄与する事業に関し、事業者向
けに助成を行う区市に対して、都が建設費等の一部の補助を実施する事業
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第 2 章　復興プロセス

　復興を円滑に進めるためには、行政の役割はもとより、地域住民が復興への強い意
欲を持ち、そのあり方について協議をしていくことが重要です。その上で一定の役割
を担うのが地域ごとに住民や事業者等が結成する地域復興協議会（P11 以降参照）で
す。

　地域復興協議会は、必要に応じ、復興を総合的に推進するための計画や地域協働復
興により実施する環境整備、生活改善、地域安全等の活動に関する取決めを定めるな
ど、被災状況と地域特性に応じた様々な地域復興活動を行います。

　地域復興協議会を核とする地域力を生かした復興（地域協働復興）は、効果的で総
合的な復興へとつながるという視点において、理想的な取組であると言えます。

（１）地域力を生かした地域協働復興

１ 復興の主な担い手
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　被害規模等が大きく、地域復興協議会による取組が望ましい状況であっても地域復
興協議会が立ち上がるとは限りません。

　こうした中、道路や公園等の最低限の施設整備が必要な場合には、行政が主導して、
復興を進めることになります。このような行政主導による復興は、広域的な観点に立っ
た計画の立案が迅速に行えるという利点があります。

　ただし、行政主導による復興においては、住民の主体性や地域の視点に、十分な留
意が必要です。

（３）行政主導による復興

　被害が散在的である場合や住宅の再建等の場合には、個人や企業が、自らの努力と
責任において自力で復興に取り組む、自力復興が基本となります。

　行政は、これに対し、被災者個人や企業の負担を少しでも軽減し、復興が円滑に進
むよう支援します。

　一方、被災者個人や企業の努力と行政の個別支援策だけで、地域の力が発揮されな
ければ、自分たちのくらしや経済活動を支える地域をどのように復興していくのかと
いう視点がどうしても弱くなります。このため、被害規模が大きくなるにつれて、被
災者個人による自力復興は困難となってきます。

（２）被災者個人による自力復興
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２ 地域復興協議会

　被災地域の復興には、住民自身の主体的な参画が望まれます。また、過去の震災の
例でも明らかなように、その完了までには、相当の時間を要します。

　したがって、一日も早い復興を進めるためには、住民一人ひとりの自助努力だけでなく、
住民同士が協力して復興に取り組んでいく組織をつくることが重要なポイントとなります。

　被災地域の住民や事業者等が主体的に参画し、地域力を生かして復興に取り組む核
となる組織のことを、本編では「地域復興協議会※ 1」と呼びます。

　被災時において、地域復興協議会が迅速に設立・運営されるためには、平常時から
準備会などの組織づくりを進め、事前に復興時のまちづくりを検討しておくことが有
効です。

　なお、区市町村は、必要に応じて地域復興協議会の意見を取り入れ、震災復興対策
を推進するなど連携して復興に取り組んでいきます。

ア　地域復興協議会の母体となる組織

　　地域復興協議会の結成に当たっては、自治会・町会、まちづくり協議会、マンショ
ン管理組合、エリアマネジメント※ 2 を実施する団体のような地域づくり組織や自主
防災組織など、平常時の地域活動の状況に応じ様々な団体・組織が母体となること
が考えられます。

イ　地域復興協議会の活動区域（協働復興区）

　　地域復興協議会の活動は、小学校区や自治会・町会の区域など、日常生活圏程度
の範囲を想定しています。この地域復興協議会が活動する区域のことを「協働復興
区」と呼びます。

ウ　地域復興協議会の組織と運営

　　地域復興協議会は、被災地域の住民や事業者等のおおむねを代表する組織です。

　　協議会の運営に当たっては、拙速を避け、一定の期間内にできる限り多数の合意
が得られるよう努めることが大切です。

（１）地域復興協議会とは

（２）地域復興協議会の形成や活動

※１地域復興協議会：東京都震災対策条例（平成 12 年東京都条例第 202 号）で規定している「復興市民組織」
を指す。まちづくりに特化して取組を進める組織については、「地域復興まちづくり協議会」等の名称を用い
るほか、区市町村によって名称が異なる場合がある。

※ 2 エリアマネジメント：地域の防犯活動や緑化活動のように、それぞれの地域の環境の維持・向上などのため、
住民が中心となって行われる活動や商業・業務地で行われる地域活性化活動などを広く指す。
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エ　地域復興協議会の形態

　　地域復興協議会の形態は、各分野の関係者（組織）が、一定の話合いをしながら、
それぞれ独自に活動を行う形態（個別型）と、いくつかの分野が連携して活動を進
める形態（ジョイント型）があります。また、地域復興協議会が総合的な復興地域
づくり組織として成長し、ＮＰＯへと発展する形態（総合型）も考えられます。

　　地域復興協議会が、より発展した組織形態となるよう、行政は、ＮＰＯ、ボランティ
ア、専門家、企業などの協力を得ながら支援します。

オ　地域復興協議会の活動

　　地域の復興に向けた協議会の活動には、次のようなものが考えられます。

　① 地域の課題の解決に向け、地域の実情に応じた復興計画づくり

　② 建物の建て方や地域環境保全に関するルールづくりや協定締結の活動

　③ 地域の課題にきめ細かく対応するための事業や施設の管理・運営

　④ 住民自らがビジネス（コミュニティビジネス※）として取り組む、地域の課題　
あ に対応するための事業

※コミュニティビジネス：住民が主体となり地域社会（コミュニティ）が抱えるニーズに取り組むビジネス（住
民によるひとり暮らしの高齢者用宅配弁当会社などの例がある。）
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　区市町村は、住民同士が協力しながら地域復興に取り組めるよう、ＮＰＯ、ボラン
ティア、専門家、企業などの協力も得ながら、地域復興協議会の活動を支援します。
また、地域復興協議会に対し、当該区市町村内の状況を見据えた助言を行います。

　平常時から、地域復興協議会結成の中心となることが期待される自治会・町会、ま
ちづくり協議会、マンション管理組合、エリアマネジメントを実施する団体等の活動
を支援します。

　東京都は、こうした地域復興協議会への活動支援が円滑に働くよう次のような取組
を進めています。

（３）地域復興協議会への支援

まち
づくり

社 会

環 境

産 業

福祉・
保健

地域復興協議会

地域復興へ向けた
コミュニティ活動、
時限的市街地づくり

等

地域の課題

自治会・町会、
まちづくり協議会、

マンション管理組合、
エリアマネジメントを

実施する団体等

平常時の支援

発災後の支援

時限的市街地の
形成の支援 等

地域復興協議会の
結成・活動支援等

地域の活性化を
目指した活動 等

ＮＰＯ、ボランティア、専門家、企業

発災後、
移行

支援

図 3　各主体による支援イメージ

区
市
町
村

東京都
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　　地域復興協議会を復興の担い手として位置付け、その組織づくりや活動を支援し
ています。

●　東京都震災対策条例（平成 12 年東京都条例第 202 号）に地域の復興市民組織へ
の支援に関する東京都の責務を規定

●　地域復興協議会の組織、責務、活動内容などを規定した「地域協働復興推進条例」
モデル（平成 16 年）を作成し、区市町村に提供（P7）

　　震災後の市街地の復興が円滑に進むよう、区市町村における平常時からの取組を
支援しています。

●　区市町村向けに「市街地の事前復興の手引」（平成 27 年 7 月）を作成し、時限的
市街地や、地域コミュニティの形成と復興まちづくりに関する事前検討を促進

●　地域主体の復興まちづくり訓練の企画立案や運営のできる区市町村職員を養成す
ることを目的とした都市復興模擬訓練を実施し、地域主体の復興を支援できる体制
づくりを支援（P7、52）

●　区市町村が震災復興に向けて主体的に実施すべき標準的な活動をまとめた「区市
町村震災復興標準マニュアル」（平成 21 年 3 月）を作成し、各区市町村によるマニュ
アル策定を促進

　都条例の整備や区市町村への条例制定の促進

　区市町村における取組への支援
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　　避難生活期の段階からきめの細かい対応を行うことにより、地域復興協議会の活
動が円滑に行われるよう、下記の仕組みを整備しています。

●　「災害復興まちづくり支援機構」を構成する専門家職能団体と専門家派遣等につい
て協定を締結（P7、49、52）

●　公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターのまちづくり専門家等登録派
遣制度を整備

専門家の
派遣

専門家の
派遣要請

専門家の
派遣要請

連携・調整

連携・調整

連携・調整

連携・調整

連携・調整
専門家の
派遣

申請

認証・認定

地 域 復 興
協 議 会

区 市 町 村
・ 地域復興協議会の認証及び
  ｢協働復興区｣の認定

（公財）東京都防災・
建築まちづくりセンター

・ まちづくりに関する専門的知識及
  び実務経験を有する
  「まちづくり専門家」を派遣

災害復興まちづくり支援機構
・ 専門家職能団体で構成する
  「復興まちづくり支援班」を派遣

東 京 都

図４　専門家等による支援

　地域復興協議会の活動を支援する仕組みの整備
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　避難生活期から本格的な復興に至る過程を、地域復興協議会の活動を中心にまとめ
ると次のようになります（期間はおおむねの目安）。

　　　　　　　   避難生活期（被災からおおむね 2 週間まで）

　復興体制づくりの時期です。地域の課題に日常的に取り組んでいた自治会・町会、
まちづくり協議会、マンション管理組合、エリアマネジメントを実施する団体等が中
心となって、「地域復興協議会」を結成します。結成に当たっては行政やＮＰＯ、ボ
ランティア、専門家、企業などの支援が重要になります。

　地域復興協議会は、区市町村に「協働復興区」の認定を申請するとともに、地域の
復興方針づくりなどに取り組み始めます。

　　　　　　　   復興始動期（おおむね 2 週間からおおむね 6 か月まで）

　地域復興協議会が本格復興に向けた様々な取組を行う時期です。まだ、時限的な生
活の段階ですが、まちの活気を取り戻す大切な時期でもあります。地域復興協議会は、
必要に応じ、復興を総合的に推進するための計画や地域協働復興により実施する環境
整備、生活改善、地域安全等の活動に関する取決めを定めるなど、被災状況と地域特
性に応じた様々な地域復興活動を行います。

　行政は、多様な支援メニューを用意し、被災の規模や地域特性に合った復興活動が
行えるよう、地域復興協議会の活動を支援します。

　また、ＮＰＯ、ボランティア、専門家、企業なども、この地域復興協議会の活動を
支援します。

　　　　　　　   本格復興期（おおむね 6 か月以降）

　時限的な生活で蓄えられた地域の力を基に本格的な復興に取り組む時期です。地域
の復興に向けて作成した様々な計画を基に、行政やＮＰＯ、ボランティア、専門家、
企業などの支援を受けながら取組を進めます。

　行政の支援も、本格的な再建に向けたものになります。地域復興協議会の活動を行
政が支援するという、行政と地域住民の「協働と連帯」のもと、いち早く生活と生業
の安定を取り戻し、地域力の回復を図りながら本格復興への展開を進めていきます。

（４）地域復興協議会を核とする復興プロセス（図５）

ステップ 3ステップ 2　　　　　　　   避難生活期（被災からおおむね 2 週間まで）ステップ 1

ステップ 3　　　　　　　   復興始動期（おおむね 2 週間からおおむね 6 か月まで）ステップ 2ステップ 1

　　　　　　　   本格復興期（おおむね 6 か月以降）ステップ 3ステップ 2ステップ 1
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復興を進めるには、何が必要ですか？

　地域住民が復興への強い意欲を持ち、そのあり方
について協議をしていくことが重要です。そのために、
地域ごとに復興のあり方を協議する住民組織の結
成が望まれます。

地域の復興組織が立ち上がる地域と立ち上がら
ない地域では、その後の復興にどのような違い
がでてきますか？

　地域の復興組織が立ち上がると、地域力を活かした
地域協働復興が進みます。一方、被害規模が大きく、
復興組織が望ましい状況で、これが立ち上がらない場
合は、地域住民で復興への考え方が共有できず地域
としての主体性に欠ける復興や、地域にとって計画性
のない雑然とした復興になるおそれがあります。

地域力を活かした「地域協働復興」とはどういう
ものですか？

　地域が持っている力（地域住民が、地域のために
地域課題を解決し、互いに支え合う力）を生かして、
住民主体の復興を進めるための新たな共助の仕組
みのことです。
ステップ 1：地域復興協議会の結成、協働復興区

の認定
ステップ 2：時限的市街地の形成、地域づくり協

議の本格化・合意形成
ステップ 3：本格的な復興の展開

東京では地域コミュニティが存在せず、地域協
働復興の取組はできないのでは？

　震災時には、地域コミュニティを中心に、ＮＰＯ、
ボランティア、専門家、企業などが、相互に連携・
協力していくことが大切であり、これらの主体は、復
興に大きな役割を果たすことが期待されています。
東京では、コミュニティが希薄という声が聞かれると
ころですが、平常時から、地域における相互支援
ネットワークづくりの構築や地域のケア能力の向上な
ど、行政としてもコミュニティ再生に積極的に取り組
んでいきます。

「地域復興協議会」とは何ですか？

　被災地域の住民や事業者等が主体的に参画し、
地域力を生かして復興に取り組む核となる組織のこ
とです。

地域復興協議会の組織と運営はどういうもので
すか？

　被災地域の住民や事業者等のおおむねを代表す
る組織です。運営に当たっては、拙速を避け、一定期
間内にできる限り多数の合意が得られるよう努めるこ
とが大切です。

地域復興協議会はどのような活動をするのです
か？

　地域の課題の解決に向け、地域の実情に応じ、
建物の建て方や地域環境保全に関するルールづく
りや協定締結などを行うことが考えられます。

地域復興協議会に対して、行政はどのような支
援を行いますか？

　住民が協力しながら地域復興に取り組めるよう、
区市町村は、ＮＰＯ、ボランティアや専門家、企業な
どの協力も得ながら、地域復興協議会の活動を支
援します。また、東京都はこうした地域復興協議会
への活動支援が円滑に働くような仕組みづくりを行
います。

地域復興協議会について、過去の震災での事
例はあるのですか？

　阪神・淡路大震災における尼崎市築地地区の事
例があります。震災後約１か月で、地域の復興委員会
を発足させ、復興に向けた課題の解決に取り組みま
した。詳細は、「地域復興協議会の事例」（P50）で
紹介しています。

「協働復興区」とは何ですか？

　地域復興協議会が活動する区域であり、その範
囲は、小学校区や自治会・町会の区域など、日常生
活圏程度を想定しています。

協働復興区はどのようにして決まるのですか？

　地域復興協議会の申請に対し、区市町村が認定
します。

地域復興協議会に関するQ&A
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図 5　地域復興協議会を核とする復興プロセス
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　時限的市街地は、時限的な生活の場として、応急仮設住宅、店舗、事業所や利用可
能な残存建築物から成る仮設市街地を必要に応じて整備するものです。

　震災後、長期化する復興事業に対応し、本格的な都市復興や住宅再建が完成するま
での期間については、一時的にコミュニティや生活支援、地域産業の維持の場が必要
となる場合があります。また、復興まちづくりを進めるため、当該地域の住民や事業
者などが、できるだけ多く参加し、復興まちづくり計画について検討し、話し合うこ
とができる場と仕組みが必要です。

　被災者が共に復興に力を合わせるため、時限的市街地づくりに取り組もうとした場
合、地域復興協議会に期待される活動には次のものが挙げられます。

●  仮設建築物づくりの方針決定、
　  協働復興区認定の申請
●  避難先等との連絡体制の確立
●  被災者の居住継続意向の確認
●  応急仮設住宅の建設要請
●  協働復興区内での各種仮設
　  建築物の建設支援★ 1

（１）時限的市街地とは

（２）地域復興協議会に期待される活動

３ 時限的市街地づくり

★1 協働復興区内での各種仮設建築物の建設支援とは
　協働復興区内には、地域復興協議会の支援にかかわ
らず、個人や団体等が様々な仮設の建物を建てることが
予想されます。こうした状況の中で、地域復興協議会に
は、一定のルールのもと、自力仮設住宅※などの建設に
対する支援活動が期待されます。
　なお、本編では、地域復興協議会の支援等により、
複数の個人等が協働復興区内に建設する自力仮設住宅を

「共同型自力仮設住宅」と呼びます。

★ 2 被災地短期借地権とは
　大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法（平成 25 年法律第 61 号）第 2 条
により指定された地区に所在する土地に設定することができる借地権。存続期間が 5 年以下であり、
更新がないなどの特徴がある。

※自力仮設住宅：個人の資力により建設した仮設の住宅

　地域復興協議会のこうした主体的な活動に応えて、区市町村は「協働復興区」の認
定を行い、東京都は区市町村と緊密な連携を図りながら、被災地短期借地権★ 2 を活用
した土地の確保や、住宅や店舗など仮設建築物の供給・確保などを支援します。

（３）時限的市街地づくりの仕組み
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図６　時限的市街地づくりの仕組み

時
限
的
市
街
地
づ
く
り
の
支
援

凡例

行政の行動

協議会の行動

地震発生

・避難先の確認　・協働復興区の認定申請
・地域復興のための各種方針の決定
・時限的市街地づくりの方針の決定　など

地域復興
協議会による
一時借地等

区市町村等
による
一時借地等

・共同型自力仮設住宅の建設 ・既存建物の応急修理
・応急仮設住宅の建設

○土地区画整理事業※2

○市街地再開発事業※3

○住宅地区改良事業※4

○住宅市街地総合整備事業
  （密集住宅市街地整備型）※5

○優良建築物等整備事業※6

○コミュニティ再生計画
○地域産業復興計画
○福祉振興計画　など

いち早く地域復興協議会を設立

時限的市街地での建物確保・供給

地域の状況に応じた各種計画 都市復興事業の推進

時限的市街地づくりのための土地確保

協 働 復 興 区 の 認 定

様々な分野における復興計画策定や復興に向けた事業の実施

土地確保の
ための支援

建物確保の
ための支援

・公有地の活用
・民有地の活用

・事業用仮設建築物 1※の建設（住宅・非住宅）

都市計画事業が実施された場合

（被災地短期借地権等の活用等）

※１事業用仮設建築物：土地区画整理事業や市街地再開発事業の施行に際し、従前あった店舗や住宅などの除却等
による損失補償として、代替の用に供する仮設の建築物

※２土地区画整理事業：土地区画整理法に基づき、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るために行われる
土地の区画形質の変更や公共施設の整備に関する事業

※３市街地再開発事業：都市再開発法に基づき、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図
るために、公共施設、建築物の整備などを行う事業

※４住宅地区改良事業：不良住宅が密集し、保安衛生等に関して危険又は有害な状況にある地区において、環境の整
備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進する事業

※５住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）：密集住宅市街地において、老朽住宅等の建替えと公共施設
の整備を促進し、住環境改善、防災性の向上等を図るため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行う事業

※６優良建築物等整備事業：一定割合以上の空地確保や、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優れた建築物
等の整備に対して、共同通行部分や空地等の整備補助を行う事業
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　都は、地域復興協議会が円滑に時限的市街地づくりを行えるよう、区市町村等と連
携を図りながら次の施策を実施します。

　協働復興区における時限的市街地づくりのために必要な土地は、公園や緑地など
オープンスペースとなっている公有地が候補となります。そうした用地が確保できな
い地域では、被災した民有地のがれきを除去し、その跡地を時限的市街地の用地とし
て活用することが必要になるため、都は、区市町村等が民有地を一定期間借地できる
よう支援します。

＜主な支援内容＞

●  オープンスペース情報の提供
●  被災地短期借地権を利用した土地の賃貸借契約締結支援（不動産鑑定士、税理士
　  等の派遣）

　時限的市街地に建物を確保・供給するためには、まず確保した土地のがれき等を除
去し整理することが必要です。また、新しく仮設建築物を建てるだけでなく、半壊し
ている建物を応急修理し、活用を図ることも必要になるため、地域復興協議会が協働
復興区で計画する仮設建築物等について円滑に建設できるよう支援します。

＜主な支援内容＞

●  優先的ながれき除去への支援
●  共同型自力仮設住宅建設に向けた支援
●  事業用仮設建築物の建設

（４）時限的市街地づくりのための具体的施策

　仮設建築物用地一時貸借のための支援

　仮設建築物整備のための支援
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　時限的市街地の形成について、被害が大きい地域及び被害が中程度の地域における
プロセスのイメージを示します。

【被害が大きい地域におけるイメージ】

１　被災直後の状態（被災から 2 週間まで）

　　この地区では大半の建物が全壊又は焼失しましたが、いち早く地域復興協議会を
結成し、専門家の支援も得て地域の「復興まちづくり計画」の作成に取り組みました。

２　時限的市街地の形成（2 週間から 6 か月まで）

　　地域による「復興まちづくり計画」ができ、区は焼け跡となった土地を借り、
地域復興協議会に貸し出しました。地域復興協議会は、仮設の住宅や店舗、工
場などの建設を次々に進めました。こうして多くの被災者は従前の居住地を離れ
ることなく、暫定的な生活を営むことができるようになりました。

３　本格復興へ向けた取組（6 か月以降）

　　区が建設した災害復興公営住宅に他の地区に避難していた人々が戻ってきま
した。また、商店街の復興事業も進められ、活気が徐々に戻ってきました。

【被害が中程度の地域におけるイメージ】

１　被災直後の状態（被災から 2 週間まで）

　　この地区ではまだら状に建物が全壊・半壊しました。町会と商店会が連携し、いち
早く地域での炊出し等の活動に取り組むとともに、地域復興協議会を結成しました。

２　時限的市街地の形成（2 週間から 6 か月まで）

　　地域復興協議会は、全壊した共同保育所とショートステイ※の再開を求める
声に応えて、地域の保護者を中心に仮設の建物で共同保育所を再開しました。
また、社会福祉協議会とボランティアによってショートステイも再開し、高齢
の方も地域から離れずに暮らすことができました。

３　本格復興へ向けた取組（6 か月以降）

　　共同保育所は元の場所に戻った後、保護者たちを中心としたＮＰＯ法人で、
ショートステイは地域住民の手によるコミュニティビジネスとして、運営され
ることになりました。

（５）時限的市街地形成プロセスのイメージ

※ショートステイ：介護している人が、病気や旅行などのために一時的に介護ができないとき、要介護又は要支
援者を施設に一時的に受け入れる事業



24

（１）都市復興のプロセス

第３章　分野別の復興プロセス

　都や区市町村は、被害の状況を知り、復興の体制を作るための「家屋被害概況調査※ 1」
や都市復興の基本的な考え方をまとめた「都市復興基本方針」の作成、無秩序な建築
の制限を行う建築制限、具体的な取組をまとめた「都市復興基本計画」や「復興まち
づくり計画」の策定等を行います。

　なお、復興に当たっては、震災復興グランドデザイン★（平成 13 年５月）に掲げる「被
災を繰り返さない、環境と共生した国際都市東京の形成」を踏まえた、広域的な観点
からの復興都市づくりを進めていきます（図８）。

１ 都市復興

★震災復興グランドデザインとは
　被災後の東京の復興都市づくりのあり方をあらかじめ行政と都民が共有するために、東京都が策定
したもので、広域的な観点からの都市づくりの方針を示しています。都市復興は、震災復興グランド
デザインの考え方を踏まえ、被災者や地域の状況に応じた柔軟な都市計画の運用により進めます。

※今後改定等があった場合には、置き換わる計画等に読み替えて、運用していきます。

ア　避難生活期

　①　家屋被害の調査

　　　被災後直ちに被害がどの程度かを把握するため、区市町村による家屋被害概況
調査が実施されます。この概況調査の結果を踏まえて、第一次建築制限区域指定
に向けた準備及び東京の復興をどう進めるかの検討を開始します。

　　　また、被災後１週間から１か月以内には、被害の詳細な状況を調べるため、区
市町村による家屋被害状況調査※ 2 が実施されます。

※１家屋被害概況調査：被災から 1 週間程度の間に、区市町村職員により被災地区内の現地踏査を行い、家屋被
害の概況を把握する調査。調査結果は第一次建築制限区域の指定や復興計画検討等の基礎資料となる。

※２家屋被害状況調査：被災から１か月程度の間に、区市町村職員により被災地区内の全建物を調査し、家屋被
害の状況をより詳しく把握する調査。なお、住家に関する調査については、り災証明書発行のための調査（住
家被害認定調査）と兼ねる場合もある。
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　②　建築制限を行う地域

　　　まちづくりの方向が定まる前に被災市街地内で無秩序な市街地形成が進むと、
計画的な都市復興・市街地復興の妨げとなるだけではなく、被災者の合意形成に
も支障をもたらすことになります。そのため行政は、壊滅的な被災を受けた市街
地内で面的な市街地整備が必要と考えられる区域において、建築を制限します。

　　　建築制限には「第一次建築制限」と「第二次建築制限」があり、第一次建築制限は、
家屋被害概況調査によっておおむね８割以上の家屋の焼失・倒壊が確認された地
区を基本として指定します。

　　　第二次建築制限は、重点復興地区を基本として、無秩序なまちなみが形成され
るおそれがあり、事業等の導入が必要な区域を指定します。

　③　都市復興基本方針

　　　被災後速やかに都市復興の方向性を示すため、被災後２週間以内を目途に都市
復興基本方針を策定します。策定に当たっては、家屋被害概況調査及び第一次建
築制限の設定内容を踏まえ、第一次建築制限区域と同時に公表します。

イ　復興始動期

　①　合意形成の核となる地域復興協議会

　　　都市復興に当たっては、本格復興までの時限的な生活の場としての時限的市街
地づくりに取り組み、そこでの生活を通じて復興まちづくりのあり方について共
通認識を深めていくことが必要です。その被災者の合意形成を育む核となるもの
が地域復興協議会であり、被災者は、被災の大小にかかわらず、地域復興協議会
を設けることができます。

　　　区市町村は地域復興協議会が活動を行う区域を「協働復興区」として認定し、
協働復興区内での時限的市街地づくりや、地域復興協議会の運営に対する支援な
どを行います。

大島町での家屋被害状況調査（平成 25 年）
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表２　復興対象地区の指定基準

重点復興地区

・過去に土地区画整理事業等の面的整備が行われておらず大被害であり、復興を契
機として抜本的、面的な復興事業を実施することが適当な地区

・過去の土地区画整理事業等の面的整備の有無に関わらず、中被害であっても、重
要な復興課題、都市計画上の拠点的な位置付けがあり、市街地の再整備も含め復
興を契機としてモデル的な復興事業導入を図ることが適当な地区

復興促進地区

・過去に土地区画整理事業等の面的整備が行われておらず中被害であり、線的な復
興事業を実施することが適当な地区

・過去に土地区画整理事業等の面的整備が行われているが大被害又は中被害であり、
部分的な復興事業の導入、被災者個人による自力復興を進めることが適当な地区

復興誘導地区 ・被災が散在的に見られる地区で被災者個人による自力復興を図ることが適切な地
区

　③　協働復興区の認定

　　　地域復興協議会が住民主体の復興地域づくりを進めていく地域を、復興対象地
区とは別に、「協働復興区」として認定します。

　　　協働復興区のうち、被災前から地域住民と行政が地域づくりの検討を進めてお
り、おおむね合意形成がなされていたところでは、協働復興区の認定後、さほど
時間を必要としないで都市計画決定がなされるケースも想定されます。

　②　復興対象地区の指定

　　　家屋被害状況調査の結果を踏まえ、区市町村は１か月以内を目途に計画的な市
街地復興をどこの地域で進めるかの方針を定める復興対象地区の指定を行い、公
表します（表２）。

　　　復興対象地区のうち、重点復興地区については、計画的な復興地域づくりの必
要性が最も高い地区なので、行政としても住民や事業者等に対して地域復興協議
会の結成を強く働きかけていきます。復興促進地区や、状況によっては復興誘導
地区においても、住民の発意により地域復興協議会が結成されることが期待され
ます。
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復興対象地区 協働復興区

行政による地域復
興協議会結成の働
きかけ

地域復興協議会が
結成され、
協働復興区
として認定

地域復興協議会の結
成に至らない
（協働復興区の認定
に至らない）

地域の発意による

地域復興協議会の

結成を期待

重点復興地区の指定

復興促進地区の指定

復興誘導地区の指定

図 7　復興対象地区と協働復興区の関係

　④　都市復興基本計画等の策定

　　　復興都市づくりを円滑に始動し、行政・住民が共通の目標を持って進めていく
ためには、都市づくりの骨格部分の考え方を早期に示す必要があります。そのた
め、都市復興基本方針の考え方をより具体化したものとして、都市復興基本計画
（骨子案）を被災後２か月以内に、更には、この骨子案を踏まえて具体的な復興施
策を体系的に取りまとめた都市復興基本計画を被災後６か月以内に策定します。

　　　同時に、骨子案で示された都市づくりの骨格部分を踏まえ、個別地区の復興施
策の具現化を図るため、復興まちづくり計画等を被災後６か月以内に策定します。
復興まちづくり計画等は、地区の全体像を明らかにする復興まちづくり計画と、
それを実現するための個々の事業についての復興都市計画、修復型事業計画から
なり、復興地区区分に応じて策定を進めます。

ウ　本格復興期

　　復興都市計画・復興まちづくり計画等に基づき、復興事業を進めていきます。

　　なお、土地区画整理事業などの復興都市計画ではなく、地区計画※や各種の任意
事業によって復興地域づくりを進めることが適切と判断される地区（復興促進地区
の一部及び復興誘導地区）については、地域復興協議会が行政と連携して復興まち
づくり計画の検討などを進めていくことになります。

　　復興促進地区、復興誘導地区で地域復興協議会の結成に至らなかった地区では、
個別の建替えを行政が必要に応じて支援していくことになります。

　　いずれの地区においても合意形成が成立したところから順次各種の都市復興事業
を進めていくことになります。

※地区計画：都市計画法に基づき、地区レベルの視点から、道路、公園等の配置・規模や建築物の用途・形態等
についての地区特性に応じたきめ細かい規制・誘導を行う制度
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避難所での
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（復興まちづくりの発意）

地域復興協議会の参加及び主体的活動

本格的な
市街地復興

都市復興事業の推進

図 8　都市復興のプロセス
●震災復興グランドデザインを踏まえた都市復興を進めます。
●地域の被害状況に応じた復興事業を迅速かつ円滑に進めます。
●地域復興協議会の結成を促進し、協議会が活動を行う区域を「協働復興区」として認定します。
●時限的市街地づくりと復興まちづくり計画への合意形成を図りながら、各種都市復興事業の速やかな推進を図ります。

    専門家等の避難所への派遣や地区担当制による行政職員配置等により、
    住民の復興まちづくりを早い段階からサポート

●土地区画整理事業
●市街地再開発事業
●住宅地区改良事業
●住宅市街地総合
　整備事業
　（密集住宅市街地整備型）

●優良建築物等
　整備事業

時限的
市街地の形成
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復興初動体制の確立

1 家屋被害概況調査 ○区市町村が作成した家屋被害台帳を集約し、都全域の被害分布図を作成
○第一次建築制限の区域指定に当たり、補足資料として公表

都市復興基本方針の策定

２ 家屋被害状況調査 ○区市町村が作成した家屋被害台帳を集約し、都全域の被害状況図及び家屋被害台帳を作成
○作成した被害状況図を公表

３ 都市復興基本方針 ○家屋被害概況調査及び第一次建築制限の設定内容を踏まえた都市復興基本方針の策定
○第一次建築制限の区域指定と併せて公表

4 第一次建築制限

○区と、特定行政庁である多摩９市（八王子市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、
日野市、立川市、国分寺市）以外の市町村について

・区市町村が作成する区域案を調整し、建築制限区域の指定及び建築指導の実施
・指定確認検査機関への内容の連絡
・区市町村と調整し、必要に応じて建築制限期間の延長を実施
・必要に応じて、仮設建築物に対する制限の緩和を行う区域を指定
○臨時相談窓口の設置及び都市復興に関する相談窓口の設置
○区市町村からの確認申請業務や復興相談所についての要請に基づき、他自治体や公的機

関職員及び学会等に対して、応援要請を行い、配分調整を実施

5 時限的市街地

○利用可能なオープンスペースの把握、暫定利用・転用のあり方を検討
○時限的市街地づくりの方針及び時限的市街地計画を作成
○区市町村との役割分担のもとに、時限的市街地におけるまち・住宅・産業・くらしの復興

の促進
○区市町村が認定する協働復興区において、地域復興協議会が行う時限的市街地の形成等

に関わる活動について、区市町村と連携して支援

６ 復興対象地区
○都所管事項等を記載した復興対策基本図を作成、区市町村への提示
○区市町村作成の復興対象地区の区分案について、広域的な観点からの調整、隣接区市町

村間の整合の確認・調整

都市復興基本計画の策定

７ 都市復興基本計画
　（骨子案）

○既定計画を踏まえて、東京都都市復興基本計画検討委員会において調査・検討し、被災
状況に即した案を策定

○計画内容について国・周辺県市と調整・協議を行うため、復興都市計画連絡会議を開催

８ 第二次建築制限

○区市町村が作成する被災市街地復興推進地域（案）を広域的な視点から調整
○区と、特定行政庁である多摩９市以外の市町村の区域等での建築指導の実施。また、指

定確認検査機関への内容の連絡
○被災者総合相談所を設置。また、都が主体の復興事業実施地区での地区復興センターを

設置（区市町村が地区復興センターを設置する場合は、要請に基づいて応援人員の配分調
整を実施）

９ 復興まちづくり計画等
○区市町村の協力や地区住民の参画を得て、復興都市計画原案を取りまとめ、公表
○区市町村が策定するものについては、計画策定への協力や、広域的な視点からの調整を実施
○原案についての意見聴取の成果を反映した復興都市計画(案)の作成及び都市計画の決定

10 都市復興基本計画
○骨子案を基に、復興都市計画等や区市町村の基本計画を踏まえ、都市復興基本計画検討

委員会を開催し、検討・策定
○都市復興基本計画を東京都震災復興計画の部門別計画として公表

復興事業計画等の策定・都市復興事業の推進

11 都市復興事業 ○迅速に事業を推進するため、復興のための特別措置を活用
○復興都市計画・復興まちづくり計画等に基づき、復興事業を推進

（２）都市復興に関する都の施策
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２ 住宅復興

　　住宅復興に当たっては、自力による復興を基本として、まちづくりと連携しなが
ら、次の施策を進めていきます（図 9）。

ア　住宅被害の調査等による使用可能住宅への対応

　　区市町村を主体とした調査等により、住宅
の被害状況、応急危険度判定※等を実施のうえ、
使用可能な住宅については、応急修理や本格
補修により、可能な限り使用できるよう支援
体制を整えます。

イ　応急的な住宅の供給・確保

　　自力で速やかに住宅を確保することができ
ない被災者が避難所等から一日も早く出られるよう、応急仮設住宅等（公的住宅等
の空き住戸の活用、新規建設による仮設住宅、民間賃貸住宅の借上げ）の供給量を
早急に算定し、その整備のための施策を推進する必要があります。

　　その際、被災者が状況に応じて選択できるよう、できるだけ多様な応急住宅対策
を講じます。具体的には、利用可能な公的住宅等（都営住宅、都民住宅、東京都住
宅供給公社一般賃貸住宅、区市町村住宅、都市再生機構住宅、東京都職員住宅、国
家公務員宿舎）を確保します。また、使用可能な住宅の応急修理や応急仮設住宅の
供給（新規建設による仮設住宅、民間賃貸住宅の借上げ）を行います。供給に当たっ
ては、できる限り従前居住地での時限的な生活の場の確保に努め、コミュニティ維
持を支援するなど、まちづくりとの連携を図ります。

（１）住宅復興のプロセス

（写真提供　中：国土交通省　右：明治大学）
＜大島町＞ ＜新潟県小千谷市＞＜岩手県釜石市＞

応急仮設住宅

応急危険度判定  判定結果のステッカー
判定結果に応じ、3 種類のステッカーのいずれかを建物の
出入口等、建物外側の見やすい位置に貼ることで、建物所
有者・使用者、歩行者等に周知
＜危　険＞この建築物に立ち入ることは危険
＜要注意＞立ち入る場合は十分注意
＜調査済＞使用可能

玄関を向かい合わせにし、コミュニティに配慮 向かい合わせの玄関前に集う住民スロープを配し、バリアフリーに配慮

※応急危険度判定：被災後できる限り早い時期に、建築物の被災状況を調査し、当面の使用に当たっての危険性
について判定するもの。実施主体は、民間住宅は区市町村、民間事業所は建築物の管理責任者、公共施設は管
理責任者である国又は地方公共団体となる。判定は応急危険度判定員（防災ボランティア等）が行う。
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　　なお、甚大な被害の場合など、都内の応急仮設住宅が不足した場合は、他の道府
県での応急仮設住宅等の確保を検討します。

　　応急仮設住宅の新規建設に当たっては、(1) あらかじめ把握してある用地、(2) 発
災後提供された用地を活用します（表３）。

　　都は、あらかじめ把握した民有地や公園などの公有地において、応急仮設住宅を
建設するほか（表３①）、個人等が自らの土地について、自己の応急仮設住宅に加え、　　
他の被災者用の応急仮設住宅を建設するために提供する場合には、個人の土地での
建設も行います（敷地提供型応急仮設住宅、表３②）。

　　加えて、都市計画事業の導入が決定した場合は、速やかに事業用仮設住宅の提供
等が行われます。

敷地管理等   

住宅種別（建設主体）

事前把握
用地 (1)

その他の用地

（参考）
都市計画事
業用地とな
った場合　

発災後提供用地 (2) 個人
管理用地

民有地 公有地 民有地 民有地 民有地

公共
借上※1 公共 公共

借上※1 個人等 個人等

応急仮設住宅（都） ① ① ① ①
②

( 敷地提供型 )
※２

－ 転用の検討
（事業調整）

自力仮設住宅（個人） － － － － － 制度検討
※３ （事業調整）

共同型自力仮設住宅（協議会等） － － － － 制度検討
※３ － （事業調整）

（その他）
事業用仮設住宅（個人等） （事業との調整による） 事業実施に

基づく補償

表３　応急仮設住宅等の建設対象用地区分

※１：被災地短期借地権を活用した借上げも検討する。
※２：自己の応急仮設住宅のほかに他の被災者用の応急仮設住宅を提供する場合とする。
※３：被害状況や被災者のニーズを踏まえ、震災後に制度を検討する。
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ウ　本格復興と自力での再建に対する支援

　　本格復興に際しては、過去の震災での経験も踏まえ、自力での再建に関する情報
提供や被災者の相談に対応できる体制を整備するとともに、個人による自力再建を
側面から支援する施策の充実を図ります。

　　併せて、地域復興協議会との連携・協力のもとにまちづくりの各種専門家による
支援を促進するなど、住宅再建とまちづくりの連携を図ります。

エ　民間住宅の供給支援

　　被災者が、自力再建に向けて良質な民間賃貸住宅、分譲のマンションや戸建て住
宅などを確保できるようにするため、多様な支援メニューにより民間住宅の供給を
促進します。

オ　公的住宅の供給

　　これらの施策によってもなお自力での再建が困難な被災者に対しては、公営住宅
等の公的住宅を供給していくことが求められます。このため、被災者のニーズ、将
来の人口動向、用地取得の可能性等の諸事情を総合的に勘案した上で、長期的な視
点に立って施策を推進します。

恒久的な住宅（本格復興期）

避難所（避難生活期）

仮設住宅（復興始動期）
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避難生活の段階から
住宅再建を支援

●各種情報の提供（住
宅再建支援策の提示）

●避難所運営組織の
活用

●相談体制の整備
●行政や専門家等によ

る住民組織の設立・
活動の支援

●復興まちづくりに向け、
できる限りコミュニティ
維持・形成に配慮した
選定基準・入居条件の
設定

●住宅の取得等に対する支援
●マンション等の再建に対する支援
●民間住宅の供給促進
●住まい・まちづくり活動への支援

●公営住宅等の建替等
●災害復興公営住宅の建設 等
●公社・機構住宅の供給促進

●応急仮設住宅の建設 等
●応急仮設住宅等の供給
　方策の拡充

応急的な住宅の整備

●恒久的な住
　宅の供給量
　の算定
●住宅復興計
　画の策定

●時限的市街地づくり方針の策定
●時限的市街地計画の策定

●応急的な住宅の必要量の算定
●応急的な住宅の供給可能量の算定
●応急的な住宅の供給方針の策定

二
次
災
害
を
防
ぐ
た
め
に
避
難

元の住まいに
居住できない

地
震
発
生

避難生活期 復興始動期 本格復興期

地 域 復 興 協 議 会 　 　 の 参 加 及 び 主 体 的 活 動

避難所

都民の対応行動 行政の復興支援・推進活動

住 宅 の 応 急 修 理 住 宅 の 本 格 修 理

応急仮設住宅等
（公的住宅等の活用、新規建設、民間賃貸住宅借上げ）

事業用仮設住宅

自力仮設住宅
・自力移転

持家（戸建・マンション）の再建

新築持家
（戸建・マンション）の購入

民間賃貸住宅への入居

公的賃貸住宅への入居

避難生活の段階から
住宅再建に向けた
取組を開始

自力で仮住まいを
確保できない場合

都市復興事業導入予定等
の場合

自力で仮住まいを
確保しようとする場合

応急的な住宅の確保 本格的な住宅の再建

情 報 提 供 及 び 相 談 の 実 施

都市復興事業との連動

●土地区画整理事業
●市街地再開発事業
●住宅地区改良事業

図 9  住宅復興のプロセス

修理すれば
居住できる

応
急
危
険
度
判
定
の
実
施（
区
市
町
村
）・被
災
度
区
分
判
定
の
実
施（
所
有
者
等
）

が
れ
き
処
理

●「応急的な住宅の確保」、「自力での再建に対する支援」、「民間住宅の供給支援」及び「公的住宅の
　供給」により、まちづくりと連携しながら、震災発生後できるだけ早期に被災者に対して住宅復興
　への道筋を明示するとともに、できるだけ多様な住宅対策を講じます。

●安全で快適な住宅・住環境の整備支援　●福祉のまちづくりの推進

●住宅市街地総合整備事業
　（密集住宅市街地整備型）

●優良建築物等整備事業 等

自力での住まいの確保への支援 公的住宅等の供給

おおむね6か月以降おおむね2週間以降

（具体的な事業はP35下部の欄を参照）

 相 談 窓 口
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宅再建支援策の提示）

●避難所運営組織の
活用

●相談体制の整備
●行政や専門家等によ

る住民組織の設立・
活動の支援

●復興まちづくりに向け、
できる限りコミュニティ
維持・形成に配慮した
選定基準・入居条件の
設定

復
興
プ
ロ
セ
ス

第
３
章  

分
野
別
の
復
興
プ
ロ
セ
ス

資  

料

35

●住宅の取得等に対する支援
●マンション等の再建に対する支援
●民間住宅の供給促進
●住まい・まちづくり活動への支援

●公営住宅等の建替等
●災害復興公営住宅の建設 等
●公社・機構住宅の供給促進

●応急仮設住宅の建設 等
●応急仮設住宅等の供給
　方策の拡充

応急的な住宅の整備

●恒久的な住
　宅の供給量
　の算定
●住宅復興計
　画の策定

●時限的市街地づくり方針の策定
●時限的市街地計画の策定

●応急的な住宅の必要量の算定
●応急的な住宅の供給可能量の算定
●応急的な住宅の供給方針の策定
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住 宅 の 応 急 修 理 住 宅 の 本 格 修 理

応急仮設住宅等
（公的住宅等の活用、新規建設、民間賃貸住宅借上げ）

事業用仮設住宅

自力仮設住宅
・自力移転

持家（戸建・マンション）の再建

新築持家
（戸建・マンション）の購入

民間賃貸住宅への入居

公的賃貸住宅への入居

避難生活の段階から
住宅再建に向けた
取組を開始

自力で仮住まいを
確保できない場合

都市復興事業導入予定等
の場合

自力で仮住まいを
確保しようとする場合

応急的な住宅の確保 本格的な住宅の再建

情 報 提 供 及 び 相 談 の 実 施

都市復興事業との連動

●土地区画整理事業
●市街地再開発事業
●住宅地区改良事業
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●「応急的な住宅の確保」、「自力での再建に対する支援」、「民間住宅の供給支援」及び「公的住宅の
　供給」により、まちづくりと連携しながら、震災発生後できるだけ早期に被災者に対して住宅復興
　への道筋を明示するとともに、できるだけ多様な住宅対策を講じます。

●安全で快適な住宅・住環境の整備支援　●福祉のまちづくりの推進

●住宅市街地総合整備事業
　（密集住宅市街地整備型）

●優良建築物等整備事業 等

自力での住まいの確保への支援 公的住宅等の供給

おおむね6か月以降おおむね2週間以降

（具体的な事業はP35下部の欄を参照）

 相 談 窓 口
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応急的な住宅の供給方針の策定

1 住宅対策本部の設置
【住宅対策本部の設置】
○被災後、直ちに住宅の被害状況等を把握し、応急修理や応急仮設住宅等の供給を速やか

に実施するとともに、早期に住宅復興計画の策定を行うため、住宅対策本部を設置

２ 住宅の被害状況
　 の判定

【民間住宅の応急危険度判定の実施】
○被災直後において、二次災害を防止するため、区市町村が主体となって、被災した民間住

宅について、応急危険度判定員が、余震等による倒壊や転倒などの危険性を迅速に調査・
判定し、調査結果を建物等に掲示

【都営住宅等の応急危険度判定の実施】
○被災直後において、二次災害を防止するため、都営住宅、公社一般賃貸住宅等について、設置・管理者が

主体となって、余震等による倒壊や転倒などの危険性を迅速に調査・判定し、調査結果を建物等に提示
【民間住宅の被災度区分判定※】
○被災した住宅について建替えか補修かを判断するため、民間住宅の所有者や管理者が、建築構

造技術者等に依頼し、被災度区分判定を実施できるよう、事前に被災度区分判定基準の周知
【都営住宅等の被災度区分判定の実施】
○速やかな住宅の復旧・復興に向け、被災した都営住宅、公社一般賃貸住宅等について、建替えか補修か

を判断するため、住宅の設置・管理者として、都・東京都住宅供給公社等が被災度区分判定等を実施

３ 応急的な住宅の
　 必要量の算定

【応急仮設住宅等全体必要量の算定】
○住宅の被害概況の分析により、震災直後における応急仮設住宅等の必要量を概算すると

ともに、住宅の被害状況を把握し、応急仮設住宅等の全体必要量を算定

4 応急的な住宅の
　供給可能量の算定

【建設可能用地の確保】
○オープンスペース等利用計画などを参考として、区市町村や関係局等と調整の上、まず公

有地を建設予定地として確保
【建設可能量の把握・算定】
○応急仮設住宅の新規供給を迅速かつ計画的・効率的に行うため、速やかに被災直後の現

地調査及び関係団体等と連絡・調整を行い、供給可能量を把握・算定
【公的住宅等の空き住戸の確保】
○都営住宅、都職員住宅の空き住戸を確保するとともに、都内の公社一般賃貸住宅、区市

町村住宅、都市再生機構住宅、国家公務員宿舎の供与について協力を要請
【民間賃貸住宅の確保】
○事前協定に基づき、協力団体に対して、民間賃貸住宅の確保を要請し、応急仮設住宅とし

て借上げ可能な住宅リストを作成
【応急的な住宅の供給可能量の算定】
○応急仮設住宅等の全体必要量及び供給可能量の算定結果に基づき、供給量を算定
○甚大な災害の場合には、都外道府県・区市町村における公営住宅、公社一般賃貸住宅、都市再生

機構住宅等の公的住宅等の供与について、国を通じて協力要請を行い、被災者向け住宅を確保
応急的な住宅の整備

５ 被災住宅の
　 応急修理

【民間住宅の応急修理】
○災害救助法が適用された地域内において、震災によって半焼・半壊した民間住宅のうち、

利用が可能な住家に対して、居住に必要な最低限度の応急修理を実施
【公的住宅等の補修・補強】
○被災度区分判定等により補修・補強が必要とされた公的住宅等について、迅速・適切に補

修・補強工事を実施

６ 応急的な住宅の
　 整備

【公的住宅等の空き住戸の活用】
○都営住宅、都職員住宅の使用可能な空き住戸を確保し、活用。また、公社一般賃貸住宅、区市

町村住宅、都市再生機構住宅、国家公務員宿舎の供与について協力を要請し、併せて活用
【応急仮設住宅の建設等】
○応急仮設住宅の供給に当たっては、公有地等の外、民有地も活用
○想定される入居者層の世帯規模や高齢者・障害者・子育て世帯など要配慮者等の利用に配慮す

るほか、公共施設、社会福祉施設、生活利便施設等へのアクセスなど、可能な限り、想定される
入居者のニーズに配慮。なお、高齢者等、日常生活上特別な配慮を必要とする者が複数いる場
合、老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有する福祉仮設住宅の設置を検討

○必要に応じて団地内の自治活動等のための集会施設等を付設
【民間賃貸住宅の提供】
○事前協定に基づき、関係団体に対して、民間賃貸住宅の確保を要請し、応急仮設住宅として借上げ

（２）住宅復興に関する都の施策

※被災度区分判定：応急危険度判定が実施された後などに震災建築物の復旧を目的として、建築物の所有者等が
建築構造技術者等に依頼して実施するもの。震災建築物の、主に構造躯体に関する被災度を区分判定し、継続
使用するための復旧の要否を判定するために実施。
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【道府県での応急仮設住宅等の確保】
○甚大な災害など、都内の応急仮設住宅等の全体供給量が、全体必要量を下回る場合、災

害救助法に基づき、道府県での応急仮設住宅等（公的住宅等の空き住戸の活用、民間賃
貸住宅の借上げ、新規建設による仮設住宅）の確保を要請

７ 入居者の募集・
　 選定・入居手続

【入居選定基準・募集計画の策定】
○入居の募集に先立ち、入居者選定基準を策定し募集計画を作成
　選定の基準・入居条件等については、できる限り従前コミュニティの維持・形成や高齢

者等の要配慮者等に配慮
【入居者の募集・選定】
○入居募集に当たっては、被災者に対して、募集情報を迅速かつ的確に伝達
○入居者の募集・選定は、原則として区市町村が実施

【入居の手続】
○区市町村等が行った入居者選定結果に基づき、住宅管理者等が入居手続を実施

８ 入居者の管理
【応急仮設住宅等入居者の管理】
○区市町村に入居者管理事務を依頼し、応急仮設住宅等の入居者に対して、その安否確認

を行うとともに、生活支援サービスを実施
住宅復興計画の策定

９ 恒久的な住宅の
　 供給量の算定

【全体必要量の算定】
○災害対策本部に報告・伝達される住宅等の家屋被害状況調査の結果とともに、被災直後

に実施する被災者生活実態調査の結果等を総合的に分析し、恒久的な住宅の全体必要量
を算定

【供給可能量の算定】
○恒久的な住宅について、供給主体別（公・民）に供給可能量を算定

【供給量の算定】
○恒久的な住宅の全体必要量及び供給可能量の算定結果に基づき、供給量を算定

10 住宅復興計画の
　  策定

【計画策定体制の整備】
○住宅復興計画を策定するに当たり、計画の客観性を担保し、充実度を高め、各方面の協力

を確保するため、住宅復興計画委員会を設置
【計画の策定】
○策定に際しては、東京都震災復興本部長（以下「復興本部長」という。）が策定する東京都震災

復興方針及び震災復興検討会議の提言を踏まえて復興本部長が策定する東京都震災復興計
画等との整合を図るとともに、住宅復興計画委員会からの助言・提言等を得て、計画を策定

公的住宅の供給

11 公営住宅等の
　  整備等

【公営住宅等の新築・建替え】
○公営住宅の供給に際しては、被災者のニーズ、将来の人口動向、用地取得の可能性等の

諸事情を総合的に勘案した上で、広域的、長期的な視点に立って施策を推進
○自力での住まいの確保のための各種支援の施策によってもなお自力での住まいの確保が困

難な被災者に対しては、災害復興公営住宅の供給を図る。その際、社会福祉施設等の併
設などにも配慮

○災害復興公営住宅については、区市町村等の供給支援を図る。災害復興公営住宅の建設
には、公営住宅法による国の補助の特例が利用できる場合があることに留意

○被災度区分判定等により、建替えが必要となった都営住宅については、速やかに建替え等を実施
【公営住宅等の買取り・借上げ】
○住宅の復興は、自力での住まいの確保を基本とするが、各種支援の施策によってもなお自力で

の住まいの確保が困難な被災者に対しては、公営住宅供給により支援。用地の取得が困難で
ある中で、迅速な供給が求められることから、買取り・借上げによる公営住宅供給を検討

【公社・機構住宅の供給促進】
○被災により全壊・半壊となった公社・機構住宅について、速やかに建替え等を行うよう、東京都住

宅供給公社、都市再生機構に要請、また、良質な賃貸住宅の早期供給に向け、協力を要請

12 被災者の円滑な
　  入居

【一時使用から正式入居への移行】
○応急仮設住宅等として公営住宅等を一時使用している入居者に対して、意向調査を実施し

た上で、一定の要件を満たす入居者について、一時使用から正式入居へ移行
【入居者の募集・選定等】
○公営住宅等の入居募集に当たっては、避難所や、区市町村の募集選定窓口、被災者総合

相談所などにより、募集情報を迅速かつ的確に伝達
○入居者の選定については、住宅に困窮する低額所得者のうち、高齢者や障害者などを優

先するとともに、住宅団地などの従前コミュニティの維持や、従前居住地からの距離、ミッ
クスト・コミュニティ※などにも配慮

※ミックスト・コミュニティ：年齢や職業、所得水準などの異なる人々が同じ地域で、共に交流して暮らせるよ
うなまちづくり、地域社会のこと。
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自力での住まいの確保への支援

13 マンションの
　  再建に対する支援

【マンション建替えの合意形成等に係る支援】
○被災した分譲マンションの再建を速やかに実施するため、合意形成の促進に向けて、アド

バイザーの派遣などによる支援を検討
【マンション建替え・補修に係る支援】
○被災後においては、平常時に比べて資金の調達が困難になることが予想されるため、被災した

分譲マンションの建替え及び補修等に対して支援を行う。また、既存不適格建築物※ 1 等のマン
ション建替えについては、総合設計制度※ 2 等の活用による、再建の支援を検討

14 住宅資産活用等に
　  よる住宅再建支援

【高齢者等の居住安定のための住宅再建支援】
○高齢者等の被災者が良質な住宅を確保できるよう、被災者が再建資金不足により再建が

困難な場合等に住宅資産の活用などによる支援を検討
【土地資産を活用した民間賃貸住宅供給支援】
○多くの被災者が良質な民間賃貸住宅を確保できるよう、新たに賃貸住宅を供給しようとす

る土地所有者等に対して支援を行う等、土地資産の有効活用による支援等を検討
【民間住宅の供給支援】
○被災者が良質な住宅を取得できるよう、都市居住再生促進事業を活用した建設費の補助

等を検討し、民間住宅の供給を支援

15 民間賃貸住宅
　  入居支援

【民間賃貸住宅入居者に対する支援】
○区市町村による居住支援協議会※3の活動を推進し、応急仮設住宅等に入居する被災者

の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進
○新規建設した応急仮設住宅からの移転者や、応急仮設住宅としての民間借上げ住宅など

に入居後２年を経過した被災者のうち、民間賃貸住宅に入居する者について、一定期間、
家賃負担の激変緩和措置などの支援を検討

16 住まい・まち
　  づくり推進体制

【住まい・まちづくり活動への支援】
○建物や敷地の共同化など、住宅の再建に合わせた民間住宅の供給促進・支援を図るととも

に、まちづくりに関する多様な情報提供の仕組みを構築することにより、住まいづくり・ま
ちづくり活動を支援し、良質な住宅を供給

【まちづくりとの連携】
○建物や敷地の共同化など、住宅の再建に合わせた民間住宅の供給促進・支援を図るととも

に、市街地再開発事業等により、まちづくりと一体となって、良質な住宅を供給

17 情報提供・相談
　  体制の整備

【情報提供・相談体制の整備】
○被災者の自力での住まいの確保を促進するため、被災者総合相談所に住宅相談窓口を設

置するなど、関係団体等と連携・協力を図りながら、応急仮設住宅等への入居から住宅再
建に至るまでの各種支援等に関する情報提供や相談を実施

安全で快適な福祉のまちづくりの推進

18 安全で快適な住宅
　・住環境の整備

【耐震・不燃化の促進】
○被災後の東京を災害に強い都市とするためには、耐震・不燃化の促進が必要となるため、

土地区画整理事業や市街地再開発事業等の基盤整備事業を推進するとともに、不燃建築
物への建替え等を促進し、安全なまちづくりを推進

19 福祉のまちづくり
　  の推進

【住宅・住環境のバリアフリー化の促進】
○震災後のまちづくりにおいては、災害に強い都市づくりと並んで、すべての人にやさしいま

ちづくりを進める必要があるため、住宅・住環境のバリアフリー化を促進し、福祉のまちづ
くりを推進

○グループホーム等地域の実情に応じた福祉施策と連携のとれた住宅サービスの提供を推進

20 がれき等の処分
　  及び発生の抑制等

【資材・設備等の再利用、がれき等の処分】
○地球環境の保全及び循環型社会の形成の視点から、応急仮設住宅などの撤去に伴い、発

生する不要資材及び住宅設備等について、可能な限り再利用
○被災住宅の撤去等に当たって、リサイクルの徹底が図られるよう、普及啓発を実施

※１既存不適格建築物：建築基準法や条例の施行、適用の際、現に存在する又は工事中の建築物で、その時点で
法令等の規定に適合しないもの。

※２総合設計制度：一定規模以上の敷地面積及び一定割合以上の空地を有する建築計画について、その計画が交
通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地環境の整備改善に資すると認められる場合に、各
特定行政庁の許可により、容積率、斜線、絶対高さの各制限を緩和する制度

※３居住支援協議会：住宅確保要配慮者（高齢者、障害者、被災者等）の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進す
るため、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が住宅情報の提供等の支援策を実施する組織。都は
平成 26 年に東京都居住支援協議会を設立し、区市町村居住支援協議会の設立促進及び活動支援を行っている。
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３ 産業復興

　　産業復興に当たっては、次のとおり、産業復興方針を策定の上、施策を総合的に
展開します（図 10）。

ア　産業復興方針の策定

　　都として総合的に産業復興を進めていくため、緊急的対応、中長期的対応など、
復興の段階に応じた産業復興の方向性を明らかにし、それに基づき施策を進めます。

イ　中小企業施策

　　中小企業の事業再開に対する支援策として、再建までの一時的な事業スペースの
確保支援、施設の再建のための金融支援、取引等のあっせん、物流の安定など、速
やかな再建に向けての総合的な対策を展開します。また、産業の復興に当たっては、
中小企業の産業活力を高めていく必要があることから、事業者の新分野進出、事業
転換等への動きを積極的に支援・促進するなど、企業現場の意欲を活かした産業活
性化策に取り組みます。

ウ　観光施策

　　観光は、関連する産業のすそ野が広く、地域経済に与える影響も大きいことから、
安全性や生活基盤の安定を図りつつ、中長期的な観点で施策を進めていく必要があ
ります。

　　そのため、都内外に対し、観光復興キャンペーン等の開催などを通じて都市イメー
ジを回復し、観光客等の誘致へとつなげることで、復興を促進します。

エ　農林水産業施策

　　被災した農林水産業者の速やかな生活再建と都民に対する生鮮食料品の安定供給
を促進するため、農林漁業施設の速やかな再建を支援し、物流の安定化を図ります。

オ　雇用・就業施策

　　都民が速やかに自立し、生活再建を図るためには、経済的な基盤の確保が前提と
なります。そこで、雇用維持対策により失業者の発生を未然に防ぐとともに、離職
を余儀なくされた都民の速やかな再就職を促進します。

（１）産業復興のプロセス
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各種地域づくり事業との連動

●福祉のまちづくりの推進

被災住居併用工場・店舗等の
本格修理

避難生活の段階
から支援

●各種情報の提供（物件情報等）
●避難所運営組織の活用
●相談体制の整備
●行政や専門家等による地域産業振興組
　合・商店街振興組織の設立・活動の支援

被災住居併用工場・店舗等の
応急修理

●賃貸型共同仮設工場・店舗
　の設置・提供
●共同仮設工場・店舗を設置
　する組合等への支援
●融資制度の円滑利用のため
　の相談支援
●物件情報等の提供

●時限的市街地づくりの方針の策定
●時限的市街地計画の策定

元の工場・店舗等で
営業できない

地
震
発
生

避難生活期 復興始動期 本格復興期

地 域 復 興 協 議 会 の 参 加 及 び 主 体 的 活 動
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図10  産業復興（工業・商店街等）のプロセス

都民の対応行動 行政の復興支援・推進活動

避難所
商店街においては
仮設であっても“街”として
の形成が重要

露店・屋台・棚車での営業再開

空き店舗での営業再開

自力仮設店舗の建設

公的仮設店舗への入居

応急的な工場・店舗等の確保
本格的な工場・店舗等の再建

工 場 ・ 店 舗 等 の 応 急 修 理 工 場 ・ 店 舗 等 の 本 格 修 理

地 域 復 興 協 議 会 の 参 加 及 び 主 体 的 活 動

地域産業・商店街
の復興

・操業再開 ・工場再建
・営業再開 ・商店街再建
に向けた取組を開始

修理すれば
操業・営業できる

賃貸工場での操業再開

空き工場での操業再開

自力仮設工場の建設

公的仮設工場への入居

工場の再建

本設工場への入居

本格操業の再開

店舗・共同施設の再建

本格営業の再開

避難生活の段階から

一時的な事業スペースの
確保支援

●震災からの産業の復興に当たっては、早期の事業再開等が円滑に進むよう支援するとともに、
　中長期的視点に立ち、東京の産業振興を図る施策を進めていきます。
●復興過程においては、自力による再建までの一時的な事業スペースの確保への支援、施設再建のための金融支援、
　取引等のあっせん、物流の安定など、総合的な対策を展開します。
●地域コミュニティの核である商店街については、既存振興施策を活用し、早期の復興を図り、まちのにぎわい
　創出につなげます。

おおむね2週間以降 おおむね6か月以降

●新たな産業構造の創出
●規制緩和による
　産業活動の活性化
●施設の再建のための
　金融支援

●取引等のあっせん
●物流の安定
●相談・指導体制の整備
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仮設であっても“街”として
の形成が重要
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自力仮設店舗の建設

公的仮設店舗への入居

応急的な工場・店舗等の確保
本格的な工場・店舗等の再建

工 場 ・ 店 舗 等 の 応 急 修 理 工 場 ・ 店 舗 等 の 本 格 修 理

地 域 復 興 協 議 会 の 参 加 及 び 主 体 的 活 動

地域産業・商店街
の復興

・操業再開 ・工場再建
・営業再開 ・商店街再建
に向けた取組を開始

修理すれば
操業・営業できる

賃貸工場での操業再開

空き工場での操業再開

自力仮設工場の建設

公的仮設工場への入居

工場の再建

本設工場への入居

本格操業の再開

店舗・共同施設の再建

本格営業の再開

避難生活の段階から

一時的な事業スペースの
確保支援

●震災からの産業の復興に当たっては、早期の事業再開等が円滑に進むよう支援するとともに、
　中長期的視点に立ち、東京の産業振興を図る施策を進めていきます。
●復興過程においては、自力による再建までの一時的な事業スペースの確保への支援、施設再建のための金融支援、
　取引等のあっせん、物流の安定など、総合的な対策を展開します。
●地域コミュニティの核である商店街については、既存振興施策を活用し、早期の復興を図り、まちのにぎわい
　創出につなげます。

おおむね2週間以降 おおむね6か月以降

●新たな産業構造の創出
●規制緩和による
　産業活動の活性化
●施設の再建のための
　金融支援

●取引等のあっせん
●物流の安定
●相談・指導体制の整備
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産業復興方針の策定

1 産業復興計画の策定

○被災直後の被害状況の早急な把握とともに、復旧状況を定期的に把握し、それらを支援
策に的確に反映

○被災後に緊急対応が必要な事項の選定と実施
○緊急的対応後の産業復興を総合的かつ中長期的な視点から進めていくため、産業復興計

画を策定
○戦略性を持った産業誘致策や奨励策の展開により新たな産業構造を創出

２ 産業復興のために
　 取り組むべき
　 重点課題の検討

○産業活動の活性化を図る上で必要となる規制緩和等について検討。また、税制面での支援、
助成制度の拡充・創設等について検討

○現行法令の弾力的な運用及び必要な改正について、国への提案要求を検討

３ 相談・指導体制の
　 整備

○雇用の確保や事業の再建に不安を抱えている従業者、離職者、事業主等のために相談窓
口を設置する。

中小企業施策

4 被害状況等の把握
○被災直後の被害状況の早急な把握とともに、復旧状況を定期的に把握し、それらを支援

策に的確に反映
○震災発生直後の混乱した状況が収まってきた段階において、定期的に取引状況を把握

５ 一時的な事業
　 スペースの確保支援

○一時的な事業スペースの確保が困難な事業主に対し、賃貸型の共同仮設工場及び共同仮
設店舗を設置・賃貸することにより、これら事業主の自立再建を支援

○自力で共同仮設工場や共同仮設店舗を設置し、一時的な事業スペースを確保しようとする
組合等に対し、計画策定や経費等の面で支援を実施

○各種融資制度を円滑に利用できるよう相談支援等を強化
○事業所の再建等に向けて一時的な事業スペースの確保を求めている被災事業主に対し、民

間の貸し工場・店舗に関する情報を提供

６ 施設の再建のための
　 金融支援

○被害状況及びそれに基づいて発生する資金需要を的確に把握し、これに対応できる資金の
準備を関係機関に要請

○被災した中小企業の速やかな復旧を図るため、国に対し、激甚災害及びセーフティネット保
証４号（突発的災害（自然災害等））の申請を実施

○事業所の速やかな再建を図るため、都や国等の既往融資制度の内容を被災事業主や組合
等に周知し、その活用を促進

○東京信用保証協会の基本財産の造成に対する支援の検討

７ 取引等のあっせん

○直接的及び間接的な被害により受注が減少している業種や産地を対象に、受注の拡大に
向け、新たな発注を開拓

○販路拡大や消費者・観光客の誘致等を目的とした商談会等を開催
○既存の商店街振興施策を活用

８ 物流の安定

○物流ルートに関する情報提供を実施
○道路被害状況や通行可能道路の情報を収集した上で、道路上の障害物の除去等を実施。

また、被害を受けた道路の応急復旧計画を速やかに策定し、応急復旧工事を実施し、輸
送ルートを速やかに確保

◯港湾関係者で連携を図りながら、応急復旧、航路啓開や荷役体制の確保を行い、港湾の
物流機能を確保。また、障害物の除去等により、水上物的・人的輸送ルートを確保し、
業界団体等にその利用促進を要請

（２）産業復興に関する都の施策
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９ 新たな支援制度の
　 検討・創設

○既往制度以外の新たな支援制度創設の必要性が認められる場合には、速やかに制度の枠
組みを整え、関係機関等に対して制度内容等を周知

観光施策

10 被害状況等の把握 ○被災直後の被害状況の早急な把握とともに、復旧状況を定期的に把握し、それらを支援
策に的確に反映

11 都市イメージの
　  回復

○都市イメージを回復するための情報発信を積極的に実施。また、観光復興キャンペーン等
の開催や観光客・コンベンション等の誘致を促進

12 新たな支援制度の
　  検討・創設

○新たな支援制度創設の必要が認められる場合には、速やかに制度の枠組みを整え、その
趣旨と内容を区市町村や観光団体等に周知

農林水産業施策

13 被害状況等の把握 ○被災直後の被害状況の早急な把握とともに、復旧状況を定期的に把握し、それらを支援
策に的確に反映

14 経営の安定

○国の災害復旧事業等の導入を速やかに検討し、被災した農林漁業用施設等の復旧、再建
施策を実施

○生産物の出荷等が滞ることを防ぎ、経営の安定化を図る必要があるため、物流ルートに
関する情報提供を実施

15 新たな支援制度の
　  検討・創設

○既往制度以外の新たな支援制度創設の必要性が認められる場合には、速やかに制度の枠
組みを整え、関係機関等に対して制度内容等を周知

雇用・就業施策

16 雇用状況の把握 ○被災直後において緊急に雇用状況を調査するとともに、定期的に調査内容を更新。また、
それらを的確に支援策の立案及び推進に反映させるための体制づくりを実施

17 雇用の維持

○震災後のできる限り早い段階において、事業所等に対し、雇用維持への支援策を知らせ、
雇用維持に努めるよう要請

○民間の事業所に対して雇用維持を要請、支援していく中で、国、都、区市町村の関係機関
において解雇等の事態が極力発生しないよう、雇用維持を徹底

○雇用調整助成金制度及びその特例措置の内容について事業主に周知

18 離職者の生活支援 ○雇用保険の求職者給付制度及びその特例措置の趣旨と内容について、事業主及び離職者
の双方に周知

19 離職者の
　  再就職の促進

○都内外の求人情報を把握し、被災離職者に対して的確な情報提供を行うとともに、求人情
報の分析を実施

○被災離職者の円滑な再就職を促進するために、被災離職者の求職状況を把握し、それに
対応した求人開拓及びその他の必要な再就職支援を実施

○求人ニーズを踏まえた職業訓練コースを設定するとともに、職業訓練体制を整備
○特定求職者雇用開発助成金※制度及びその特例措置の趣旨と内容について事業主に周知

20 新たな支援制度の
　  検討・創設

○既往制度以外の新たな支援制度創設の必要性が認められる場合には、速やかに制度の枠
組みを整え、事業主等に対して制度内容等を周知

※特定求職者雇用開発助成金：高年齢者・障害者等の就職が特に困難な人の雇用機会の増大を目的として、これ
らの人を雇い入れた事業主に賃金の一部を助成するもの
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４ くらしの復興

　　生活の側面から「復興」を考えると、震災前の生活水準を超えたものを求めると
いうよりは、一日も早く被災者のくらしを震災前の状態に戻し、その安定を図るこ
と、すなわち「くらしの再建」が第一の目標となることから、次の各分野の施策を
総合的に展開します（図 11）。

ア　福祉施策

　　被災により新たな対象者が発生するなど様々な福祉需要が生じてくる一方、地域
において福祉サービスを提供していた組織そのものが被災し、その機能が低下する
ことも予想されます。このため、地域住民の自助と共助を基本とした福祉サービス
体制の再構築を図ります。

イ　保健施策

　　被災者の健康維持・管理、メンタルヘルスケアについての対策を講じます。

ウ　医療施策

　　各地域における医療ニーズに的確に対応するため、仮設診療所の設置や公的及び
民間医療機関の再建に関する支援を速やかに行います。

エ　文化・社会教育施策

　　貴重な文化財等の散逸や消失を防ぐとともに、その再建や復旧について的確な対
応を図ります。また、被災者の心を癒やすための各種の文化的なイベントの実施等
についても心を配ります。

オ　消費生活施策

　　悪質な商法等の防止を図るとともに、消費生活の早期安定を図ります。

カ　ボランティア等や専門家との連携に関する施策

　　ボランティア、ＮＰＯ等については、その自主性・自律性を尊重しつつ、これら
の市民活動と行政活動との間に無駄な重複が生じないよう相互の連絡調整に努めま
す。また、各団体が円滑に活動ができるよう、環境整備の面で配慮します。

　　専門家については、平常時から連携し、復興期には、専門家による相談会の開催
など、円滑な生活再建の支援に取り組みます。

（１）くらしの復興のプロセス
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キ　広域避難者等への支援に関する施策

　　震災によりアパート、マンション等が滅失した場合、その居住者の中には、被災
地短期借地権を活用し建設された住宅に入居するなどして、引き続き都内に留まる
ことができる被災者がいる一方、都内には住宅を確保できず、都外への移転を余儀
なくされる被災者も生じると考えられます。

　　このため、都外の民間住宅の借上げ等による応急仮設住宅や、九都県市災害時相
互応援に関する協定（平成 22 年４月）に基づき提供された用地に建設した応急仮
設住宅などに入居した被災者に対しても、的確な情報提供などにより、生活再建の
ための支援を行っていきます。

　　また、都内に留まっている被災者はもとより、都外へ移転した被災者についても、
漏れなく生活再建支援を継続していくことができるよう、被災者台帳の管理など、
区市町村における取組を促進します。

大 島 町 の 取 組

　　平成 25 年 10 月、台風 26 号の接近に伴う記録的な豪雨により、甚大な被害
を受けた大島町では、被災した方々の生活再建支援、地域基盤・インフラの復旧、
産業・観光の復興支援等に取り組んでいます。

　　被災者向けの生活支援相談は被災直後から実施していましたが、これに加え、
平成 26 年 4 月には、大島町（福祉けんこう課・土砂災害復興推進室）、東京都（大
島支庁福祉係・島しょ保健所）、大島社会福祉協議会・地域民生委員から成る「大
島町被災者生活支援連絡会」を設置し、心のケアや地域防災情報の発信など、各
機関が連携した被災者支援を行っています。

（写真提供：大島町）

大島町被災者生活支援連絡会の様子

仮設住宅を訪問している大島町被災者生活支援連絡会メンバー
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おおむね6か月以降おおむね2週間以降

避難生活の段階か
らくらしの再建を
支援

●各種情報の提供
  （福祉サービスに対する情報提供、相談体制の整備）

●避難所運営組織の活用

●高齢者訪問支援体制の整備

●行政や専門家等による住民組織の設立・活動の支援●行政や専門家等による住民組織の設立・活動の支援

●社会福祉施設等の応急修理

●時限的市街地づくり方針策定
●時限的市街地計画の策定

二
次
災
害
を
防
ぐ
た
め
に
避
難

●社会福祉施設等の再建支援
●医療機関の機能回復

●福祉サービス体制の整備（在宅サービス体制の整備 等）

●生活支援対策（生活に必要な資金等の貸付 等）

●保健対策（メンタルヘルスケアの実施 等）

●生活環境の整備（火葬場の復旧支援 等）

元のように
使用できない

地
震
発
生

避難生活期 復興始動期 本格復興期

建
物
の
応
急
危
険
度
判
定
の
実
施（
区
市
町
村
）・被
災
度
調
査
区
分
判
定
の
実
施（
所
有
者
等
）

が
れ
き
処
理

●地域福祉需要の把握等　
　（一時入所の実施 等）

図 11  くらしの復興のプロセス

都民の対応行動 行政の復興支援・推進活動

避難所
 仮設の
　●介護サービス事業所
　●保育サービス事業所
　●障害福祉サービス事業所
　●医療機関 等

●地域における福祉・保健・医療
　サービスの活用

●生活に必要な資金の確保 等

社会福祉施設・医療機関等の応急修理 社会福祉施設・医療機関等の本格修理

本格的な心と体の
回復、生活の再建

本格的な
社会福祉施設・
医療機関の再建

修理すれば
使用できる

●くらしの復興を早期に実現するため、福祉・保健・医療、文化・社会教育、消費生活に関する支援策を講じます。
●ボランティアやNPO等が活躍しやすい環境の整備を図るとともに、専門家との平常時からの連携強化に努めます。
●都外に避難した被災者に対しても応急仮設住宅等の確保や的確な情報提供などによる生活再建のための支援を行います。
●都内外の被災者に漏れなく生活再建支援を継続していくことができるよう、区市町村における取組を促進します。

避難生活の段階
からくらしの再建に
向けた取組を開始

応急的な社会福祉
施設及び医療機関等の確保

心と体の回復、
生活の再建

地 域 復 興 協 議 会 の 参 加 及 び 主 体 的 活 動

地 域 復 興 協 議 会 の 参 加 及 び 主 体 的 活 動

●地域医療体制（仮設診療所の
　設置支援 等）
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おおむね6か月以降おおむね2週間以降

避難生活の段階か
らくらしの再建を
支援

●各種情報の提供
  （福祉サービスに対する情報提供、相談体制の整備）

●避難所運営組織の活用

●高齢者訪問支援体制の整備

●行政や専門家等による住民組織の設立・活動の支援

●社会福祉施設等の応急修理

●時限的市街地づくり方針策定
●時限的市街地計画の策定
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●社会福祉施設等の再建支援
●医療機関の機能回復

●福祉サービス体制の整備（在宅サービス体制の整備 等）

●生活支援対策（生活に必要な資金等の貸付 等）

●保健対策（メンタルヘルスケアの実施 等）
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）
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れ
き
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理

●地域福祉需要の把握等　
　（一時入所の実施 等）

図 11  くらしの復興のプロセス

都民の対応行動 行政の復興支援・推進活動

避難所
 仮設の
　●介護サービス事業所
　●保育サービス事業所
　●障害福祉サービス事業所
　●医療機関 等

●地域における福祉・保健・医療
　サービスの活用

●生活に必要な資金の確保 等

社会福祉施設・医療機関等の応急修理 社会福祉施設・医療機関等の本格修理

本格的な心と体の
回復、生活の再建

本格的な
社会福祉施設・
医療機関の再建

修理すれば
使用できる

●くらしの復興を早期に実現するため、福祉・保健・医療、文化・社会教育、消費生活に関する支援策を講じます。
●ボランティアやNPO等が活躍しやすい環境の整備を図るとともに、専門家との平常時からの連携強化に努めます。
●都外に避難した被災者に対しても応急仮設住宅等の確保や的確な情報提供などによる生活再建のための支援を行います。
●都内外の被災者に漏れなく生活再建支援を継続していくことができるよう、区市町村における取組を促進します。

避難生活の段階
からくらしの再建に
向けた取組を開始

応急的な社会福祉
施設及び医療機関等の確保

心と体の回復、
生活の再建

地 域 復 興 協 議 会 の 参 加 及 び 主 体 的 活 動

地 域 復 興 協 議 会 の 参 加 及 び 主 体 的 活 動

●地域医療体制（仮設診療所の
　設置支援 等）
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福祉

1 地域福祉需要の
　把握等

○福祉需要と社会福祉施設等の再開状況を把握し、増大する福祉需要に対応するため、各
種調査を実施する。

○一時的な施設入所が必要となった要配慮者に対し、入所可能な施設及び受入れ可能な人
数を把握するとともに各区市町村への情報提供の実施

２ 社会福祉施設等の
　 再建支援

○社会福祉法人等に対する再建支援を実施。また、小規模福祉施設等のうち、自主再建の
難しいものに対して再建支援を実施

○都立社会福祉施設の再建計画を策定
○一部損壊の社会福祉施設等が早期に機能回復できるよう、国制度を活用して応急修理に

対する支援を実施

３ 福祉サービス体制
　 の整備

○当面、設備の新たなニーズに対しては、既存施設の改修や応急的な仮設施設の設置等に
よる緊急的な受入れ枠の拡大により対応。また、新たな施設の創設については、原則的
には、当分の間、繰り延べるなど弾力的に対応

○ひとり暮らしの高齢者等の孤立死等の発生を防ぐため、緊急通報システム、火災安全シ
ステム及び訪問支援体制の整備、在宅サービスの充実を実施

○ＮＰＯ法人や、地域組織に対する支援、設備整備等への支援などにより、地域福祉サー
ビス体制を整備

4 生活支援対策

○特に低所得者を対象として、被災直後の生活資金及び復旧期の生活援護資金の貸付を実
施

○自然災害により死亡した都民の遺族に対して災害弔慰金を、自然災害により精神的又は身
体に著しい障害を受けた者に対して災害障害見舞金を支給

○自然災害により、生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点
から拠出した基金を活用して、生活再建支援金を支給

○東京都震災復興本部に東京都義援金配分委員会を設置し、被害状況及び寄せられた義援
金の金額等を考慮して区市町村ごとの配分計画を定める。

○福祉事務所職員等により、住民の要保護状況を把握するとともに生活保護制度に関する広
報を実施し、周知

○生活基盤に著しい被害を受けた被災者に対し、租税の減免等を実施

保健

５ 保健対策

○精神的支援としてのメンタルヘルスケアを実施
○区市町村が実施する健康相談を支援。また、避難所等での食品配布に際し、栄養面から

の助言等を行い、被災住民の健康維持を支援
○区市町村と密接な連携をとり、区市町村が実施する災害時における感染症患者の発生予

防、早期発見及び家屋の内外の消毒等を支援

６ 生活環境の整備

○都内火葬場の施設の被災状況、稼動状況等について把握
○公衆浴場の営業状況を把握、都民に対し情報提供を実施。また、早期営業再開可能な公

衆浴場に対し、給水等による再開支援を実施
○生活衛生営業 ( 理・美容院等 ) を行う施設の利用の要望が発生するため、営業状況を把握

し、都民に対し情報提供を実施。また、仮設営業等早期に営業再開可能な生活衛生営業
施設に対し、衛生指導等相談を通じて再開支援を実施

○初動期において、飲料水が塩素で消毒されているか確認し、飲み水の安全確保を実施。ま
た、応急期同様、食品衛生に関する監視・指導を実施

○危険防止及び動物愛護の観点から、区市町村等関係機関や都獣医師会等関係団体との協
力体制を確立

（２）くらしの復興に関する都の施策
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医療

７ 地域医療体制

○医療機関の再開状況の把握及び都民に対し情報提供を実施
○医療機関の復旧が遅れている地域や大規模応急仮設住宅建設地等、一時的な医療需要の

増加がみられる地域においては、必要に応じて医療救護所を仮設診療所に移行させ、区
市町村に対して仮設診療所の設置について検討するよう要請

８ 医療機関の
　 機能回復

○民間医療機関の再建への補助や融資、利子補給等を検討、地域医療体制の再整備を促進
○都立病院が被災した場合には早期の復旧を実施

文化・社会教育分野

９ 文化・社会教育
　 施設等の再開

○博物館及び美術館が被災し、施設や設備が破損することを想定し、収蔵品の仮保管につ
いて検討を行うとともに、修復計画を作成

10 文化財等 ○指定文化財及び東京都選定歴史的建造物等の被害状況の把握及び復旧計画の作成

消費生活分野

11 相談等の実施 ○相談窓口の設置、生産・流通状況調査等を行うとともに、必要に応じて都民に対して注意
喚起を実施

ボランティア等や専門家との連携

12 ボランティア等や
　  専門家との連携

○応急期においては、都及び東京ボランティア・市民活動センターは、東京都災害ボランティ
アセンターを設置し、区市町村等と連携して、一般ボランティアが被災地ニーズに即した円
滑な活動ができるよう支援

○復興期においては、東京ボランティア・市民活動センターを中心としたネットワークを活用し、
ボランティアニーズ等に関する情報を収集・提供するとともに、復興状況に応じて、ボラン
ティアやＮＰＯ等による活動が地域住民等に円滑に引き継がれていくよう、調整等を実施

○災害復興まちづくり支援機構を構成する専門家職能団体との間で、復興まちづくりの支援
に関する協定を締結

広域避難者等への支援

13 被災者への
　  生活再建支援

○住家被害認定調査や各種被災者支援を受けるために必要となるり災証明書の発行、被災
者に関する情報を一元的に集約した被災者台帳の作成等を迅速に行えるシステムの、区市
町村への導入を促進

平成27年9月関東・東北豪雨の
水害復興ボランティア

（写真提供：NPO法人 Power of JAPAN）

東日本大震災被災地に派遣された都民ボランティア
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地 域 復 興 協 議 会 の 事 例

資  料

ブロック会 各社協組長・班長（約100名）５分科会（約400人）

委員長

副委員長（２名）

常任委員相談役（各社協会長）

役員（総務・書記・会計・会計監査・常任委員）１２名

委員（各社協、地権者、借家、持家、老人会、子供会、仮設入居者）２３名

持
家
分
科
会

借
家
人
分
科
会

地
権
者
分
科
会

工
業
分
科
会

商
業
分
科
会

築
地
西
社
協

築
地
中
社
協

築
地
東
社
協

仮
設
住
宅
入
居
者

ブ
ロ
ッ
ク
会
出
席
者

常
任
委
員
会
出
席
者

復
興
委
員
会
出
席
者

代
表（組長・班長）

＜阪神・淡路大震災における尼崎市築地地区の復興委員会＞
　尼崎市築地地区では、下図に示すような復興委員会がつくられました。まさに、本編で示
した地域復興協議会方式で復興に取り組んだ事例です。
１　地区の概況
　　●　尼崎城の城下町、江戸時代初期につくられたまち。街路も碁盤目状
　　●　人口：2,440人　世帯数：1,040世帯　面積13.7ha　人口密度：178人/ha
　　●　全世帯の7割が借家　敷地面積30坪未満の土地が7割
　　●　地盤沈下（１ｍ50ｃｍ～１ｍ80ｃｍ）と住工混在の問題を抱えていた。
２　被害状況　
　　●　建物1,100戸　全半壊302戸　建物の80％が液状化によって傾斜・沈下
３　復興の歩み
　　●　平成7年2月26日　築地地区復興委員会発足（常任委員18名、委員23名、合計

41名）
　　●　5分科会＝約400名　ブロック会＝約100名　総勢＝約550名
　　●　復興委員会には地区の半数の世帯が参加
　　●　5年間に延べ約250回の復興委員会を開催＝50回/年・4回/月
　　●　事業の選択はあくまでも地域住民が決めることを鉄則とした。
　　●　事業用仮設住宅を300戸建設
　　●　もと住んでいた借家人が元のように住めるよう、家主と協定し、家賃を据置いた。

築地地区復興委員会
組織図
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時 限 的 市 街 地 の 事 例

＜阪神・淡路大震災における神戸市長田区久二塚地区の取組＞
　「久二塚地区震災復興まちづくり協議会」（以下「協議会」という。）は、早期に働く場所と
住む場所を確保するため、市街地再開発事業の都市計画決定を受けて、事業用の仮設店舗
や仮設住宅を、行政に代わって協議会が建設するなど、行政と協働しながら独自の活動を
行いました。

１　地区の概況
　　●　縦横に商店街が行き交う住商混在地区

　　●　面積約3.2ha、人口約1,000人、世帯数約380世帯、商店数約240店、権利者数約
570人

２　被害状況
　　●　倒壊焼失面積19,110㎡（59％）、倒壊焼失件数232件（62％）、倒壊焼失店数

158店（66％）

３　復興の歩み
　　●　地下鉄整備に伴い３町が個別にまちづくりの話合いを持っていたが、震災を契機

に新たに３町合同の協議会を発足

　　●　協議会は、震災から約２か月で90％以上の住民及び権利者の避難先を確認し、建
物解体の同意や仮設建築物等の建設のために必要な権利関係資料の作成を実施

　　●　協議会は、倒壊建物の解体・撤去作業を協議会が一括して業者と契約できるよう
に行政と交渉し、行政と協議会、業者の3者契約により、192件の解体撤去を実施

　　●　協議会は、135権利者から約1.1haの土地を借り上げ、住民との各種交渉、仮設住
宅及び仮設店舗の入居や工事等の管理運営等の検討を実施。仮設店舗は、仮設商
店街「復興げんき村パラール」（約80店舗、約5,400㎡）として4年5か月にわたり営業

　　●　神戸市と財団法人阪神・淡路大震災復興基金は「パラール」の設置に当たり、仮設
店舗設置費用の最大２分の１を助成する「商店街・小売市場共同仮設店舗補助制
度」により支援を行った。

　　●　これらの仮設住宅と仮設店舗は、後に市街地再開発事業の事業用仮設建築物と
して神戸市に引き取られた。

仮設商店街「復興げんき村パラール」（写真提供：神戸市）
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東 京 都 の 取 組 事 例

①　専門家との連携事業

　　阪神・淡路大震災の復興の際、土地や建物の権利調整に時間を要したという教訓を踏
まえ、専門家との連携を強化するため、平成18年度に都は、「災害復興まちづくり支援機
構」と協定を締結しました。

　　平成25年度に大島町で土砂災害が発生した際には、この協定に基づき、同機構の弁
護士、司法書士、技術士、不動産鑑定士の、延べ20人を超える専門家が現地に派遣され、
被災者からの相談に応じていただきました。

　　また、平常時からの取組として、平成19年度から毎年、都は同機構と共催で「復興まち
づくりシンポジウム」を開催し、「地域協働」や「減災」など様々なテーマで、専門家からお
話しいただいています。

②　区市町村職員に対する都市復興模擬訓練

　　区市町村職員の意識向上と都市復興手順の習熟を目指し、都では平成10年度から都
市復興模擬訓練を実施しています。

　　訓練では、「家屋被害概況調査」から「復興まちづくり計画案」の作成までの一連の手
順を行政・住民それぞれの立場になりながら、体験します。

大島土砂災害の際のリーフレット

グループワークの様子

復興まちづくりシンポジウムの様子

発表会の様子

（写真提供：災害復興まちづくり支援機構）
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区 市 町 村 の 取 組 事 例

①　豊島区における震災復興まちづくり訓練

　　「自分たちのまちが被災したら復興をどう進めるか」について、震災前から住民と行政
が一緒に考えることを目指し、区内に在住、在勤、在学の方を対象に「震災復興まちづく
り訓練」を実施しています。訓練は、約半年にわたり、専門家による講演、まち歩き、地図づ
くり、グループでの話合いなどを通して復興まちづくりを体験する内容となっています。

　　この訓練は、平成21年度から開始され、今までに、上池袋二・三丁目地区、池袋本町地
区、雑司ヶ谷霊園南地区、長崎一～三丁目地区で実施されています。

　　訓練の意義と目的として、①避難生活・生活再建・復興と続く長期の「災害想像力」を高
める、②「大地震後の復興課題」を明らかにする、③地域として復興に取り組む体制と手
順をつくる、④訓練後の地域防災活動に生かす、の４点を掲げています。

②　葛飾区における震災復興まちづくり訓練

　　平成16年度から住民と協働で行う「震災復興まちづくり訓練」を開始し、今までに、新
小岩地区、堀切地区、東金町地区で実施しています。この訓練は、自治町会を中心する参
加者が復興過程を模擬体験して、被災後の暮らしの再建やまちの復興の進め方などを話
し合うことを目的としています。

　　訓練では、参加者でまち歩きを行い、被害を拡大させる危険要因や復興に役立つ資源
を調べて、復興に向けた課題や事前復興ビジョンなどを話し合います。また、公開ミニ・シ
ンポジウムや報告会を行い、訓練成果である当該地区の復興の進め方などを紹介すると
ともに、訓練を振り返っての感想や事前に備えておくべき対策などを話し合います。

ガイダンスの様子

復興に役立つ資源や危険箇所の調査

復興方針についての話合い

まとめられた訓練成果　訓練報告や震災復興の進め方

（写真提供：豊島区）

（写真提供：葛飾区）

（写真提供：豊島区）

（写真提供：葛飾区）
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用語 解説
あ行

一般ボランティア 　専門知識・技術や経験に関係なく労力等を提供する（避難所運営支援やがれ
き撤去等）ボランティア 7、49

エリアマネジメント
　地域の防犯活動や緑化活動のように、それぞれの地域の環境の維持・向上な
どのため、住民が中心となって行われる活動や商業・業務地で行われる地域活性
化活動などを広く指す。

11、13、16

応急仮設住宅

　災害救助法が適用された地域において、災害により住家を滅失し、自己の資
力によっては居住する住家を確保できない被災者に、応急的に供給する住宅。
　なお、本編では、新規建設・民間賃貸住宅の借り上げに加え、公的住宅等の
空き住戸の活用も用いて供給を行う場合には、「応急仮設住宅等」と表記している。

8、20、21、31、
32、35-38、45

応急危険度判定

　被災後できる限り早い時期に、建築物の被災状況を調査し、当面の使用に当
たっての危険性について判定するもの。実施主体は、民間住宅は区市町村、民間
事業所は建築物の管理責任者、公共施設は管理責任者である国又は地方公共団
体となる。判定は応急危険度判定員（防災ボランティア等）が行う。

28、31、34、36、
40、46

か行

家屋被害概況調査
　被災から1週間程度の間に、区市町村職員により被災地区内の現地踏査を行
い、家屋被害の概況を把握する調査。調査結果は第一次建築制限区域の指定
や復興計画検討等の基礎資料となる。

24、25、28、30

家屋被害状況調査
　被災から１か月程度の間に、区市町村職員により被災地区内の全建物を調査
し、家屋被害の状況をより詳しく把握する調査。なお、住家に関する調査について
は、り災証明書発行のための調査（住家被害認定調査）と兼ねる場合もある。

24、26、28、30

既存不適格建築物 　建築基準法や条例の施行、適用の際、現に存在する又は工事中の建築物で、
その時点で法令等の規定に適合しないもの 38

協働復興区 　地域復興協議会が活動する区域であり、その範囲は、小学校区や町会・自
治会の区域など、日常生活圏程度を想定

11、15-18、20-
22、25-27、29

居住支援協議会

　住宅確保要配慮者（高齢者、障害者、被災者等）の民間賃貸住宅への円滑な
入居を促進するため、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が住
宅情報の提供等の支援策を実施する組織。都は平成２６年に東京都居住支援協
議会を設立し、区市町村居住支援協議会の設立促進及び活動支援を行っている。

38

コミュニティビジネス 　住民が主体となり地域社会（コミュニティ）が抱えるニーズに取り組むビジネス
（住民によるひとり暮らしの高齢者用宅配弁当会社などの例がある。） 12、23

さ行

災害復興まちづくり支
援機構

　各種専門士業団体が連携し、災害復興に関する様々な支援活動を行っている団体。
災害時には専門家を派遣し、復興を支援。平常時の都との連携としては、都が実施す
る都市復興模擬訓練への協力や都と共催でのシンポジウム開催等がある。一部の区
の復興まちづくり訓練にも参加

7、15、49、52

市街地再開発事業 　都市再開発法に基づき、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機
能の更新を図るために、公共施設、建築物の整備などを行う事業

21、29、35、38、
51

事業用仮設建築物 　土地区画整理事業や市街地再開発事業の施行に際し、従前あった店舗や住宅
などの除却等による損失補償として、代替の用に供する仮設の建築物 21、22、32、51

時限的市街地 　時限的な生活の場として、応急仮設住宅、店舗、事業所や利用可能な残存建
築物から成る仮設市街地を整備するもの

13、17、19-23、
25、29、30、35、
41、46、51

住家被害認定調査
　被災から１か月程度の間に、区市町村職員により、被災地区内の住宅の被害の
程度（全壊、半壊等）を認定するための調査。この調査結果に基づき、被災者に対
してり災証明書が発行される。

8、49

住宅市街地総合整備事
業（密集住宅市街地整備型）

　密集住宅市街地において、老朽住宅等の建替えと公共施設の整備を促進し、住環
境改善、防災性の向上等を図るため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行う事業 21、29、35

住宅地区改良事業
　不良住宅が密集し、保安衛生等に関して危険又は有害な状況にある地区にお
いて、環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団
的建設を促進する事業

21、29、35

ショートステイ 　介護している人が、病気や旅行などのために一時的に介護ができないとき、要
介護又は要支援者を施設に一時的に受け入れる事業 23

自力仮設住宅 　個人の資力により建設した仮設の住宅 20、21、32

用語一覧
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用語 解説 頁

震災復興グランドデザイン
　被災後の東京の復興都市づくりのあり方をあらかじめ行政と都民が共有するた
めに平成13年に東京都が作成したもの。広域的な観点からの都市づくりの方針
を示している。

24、28、29

総合設計制度

　一定規模以上の敷地面積及び一定割合以上の空地を有する建築計画につい
て、その計画が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地
環境の整備改善に資すると認められる場合に、各特定行政庁の許可により、容
積率、斜線、絶対高さの各制限を緩和する制度

38

た行

地域復興協議会

　東京都震災対策条例（平成12年東京都条例第202号）で規定している「復興市
民組織」を指す。まちづくりに特化して取組を進める組織については、「地域復興
まちづくり協議会」等の名称を用いるほか、区市町村によって名称が異なる場合が
ある。

7、9-18、20-23、
25-27、29、30、
33、34、41、47、
50

地域防災計画
　災害対策基本法により都道府県と区市町村に作成が義務付けられている計
画。地域における災害の予防対策、応急・復旧対策等について定めることと
されている。

3

地区計画
　都市計画法に基づき、地区レベルの視点から、道路、公園等の配置・規模や
建築物の用途・形態等についての地区特性に応じたきめ細かい規制・誘導を行
う制度

27、29

東京都長期ビジョン

　「『世界一の都市・東京』の実現」という、東京が目指す将来像を達成するた
めの基本目標や政策目標、その達成に向けた具体的な政策展開、更には3か年
の実施計画などを明らかにしている。また、東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会開催時とおおむね10年後の東京の姿を示している。

4

東京防災隣組
　意欲的な防災活動を行う団体を「東京防災隣組」として認定し、その活動を
都が広く紹介しているもの。これまでに自治会等、計212団体を認定（平成28
年3月現在）

57

特定求職者雇用開発
助成金

　高年齢者・障害者等の就職が特に困難な人の雇用機会の増大を目的として、
これらの人を雇い入れた事業主に賃金の一部を助成するもの 43

都市居住再生
促進事業

　地域の特性に応じた都市型の居住機能の再生等を行い、市街地環境の整備と
良質な市街地住宅の供給を図るため、建築物の建替えや土地利用の共同化、高
度化を図り防災性の向上と良質な住宅供給に寄与する事業に関し、事業者向け
に助成を行う区市に対して、都が建設費等の一部の補助を実施する事業

8、38

土地区画整理事業 　土地区画整理法に基づき、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るた
めに行われる土地の区画形質の変更や公共施設の整備に関する事業

21、26、27、29、
35、38

は行

被災者台帳

　支援状況、配慮事項等、被災者に関する情報を一元的に集約し、区市町村が作
成する台帳。被災者支援の「漏れ」や「重複」をなくし、中長期にわたる支援を総合
的かつ効率的に実施することが目的。被災者援護に必要な限度で台帳情報を利用
する地方公共団体には被災者台帳の情報を提供することも可能とされている。

8、45、49

被災地短期借地権
　大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法（平成25年法律
第61号）第2条により指定された地区に所在する土地に設定することができる借
地権。存続期間が5年以下であり、更新がないなどの特徴がある。

20-22、32

被災度区分判定

　応急危険度判定が実施された後などに震災建築物の復旧を目的として、建築
物の所有者等が建築構造技術者等に依頼して実施するもの。震災建築物の、主
に構造躯体に関する被災度を区分判定し、継続使用するための復旧の要否を判
定するために実施

28、34、36、40、
46

ま行

ミックスト・コミュニティ 　年齢や職業、所得水準などの異なる人々が同じ地域で、共に交流して暮らせる
ようなまちづくり、地域社会のこと 37

や行
優良建築物等
整備事業

　一定割合以上の空地確保や、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優れ
た建築物等の整備に対して、共同通行部分や空地等の整備補助を行う事業 21、29、35

ら行

り災証明書

　区市町村が住家被害認定調査を行い、確認した被害程度（全壊、半壊等）に
ついて発行する証明書で、区市町村長に発行が義務付けられている。義援金や
税減免等の各種被災者支援の適用を受けるには、このり災証明書の交付を受け
ていることが必要

8、49
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区市町村名 震災復興担当所管 電話番号
千代田区 政策経営部災害対策・危機管理課 03-5211-4187
中央区 総務部防災課 03-3546-5287
港区 防災危機管理室防災課 03-3578-2541

街づくり支援部都市計画課 03-3578-2210
新宿区 区長室危機管理課 03-5273-4592

都市計画部都市計画課 03-5273-3527
文京区 都市計画部都市計画課 03-5803-1239

危機管理室防災課 03-5803-1179
台東区 危機管理室危機管理課 03-5246-1092

都市づくり部都市計画課 03-5246-1363
墨田区 総務部危機管理担当防災課 03-5608-6206
江東区 総務部危機管理室防災課 03-3647-9584
品川区 防災まちづくり部防災課 03-5742-6695
目黒区 危機管理室防災課 03-5723-8488
大田区 地域力推進部防災課 03-5744-1236

まちづくり推進部都市開発課 03-5744-1338
世田谷区 危機管理室災害対策課 03-5432-2264

都市整備部都市計画課 03-5432-2455
渋谷区 危機管理対策部防災計画課 03-3498-9409

都市整備部都市計画課 03-3463-2619
中野区 都市基盤部都市計画分野 03-3228-8964

都市基盤部防災・都市安全分野 03-3228-8823
杉並区 政策経営部企画課 03-3312-2111(内1417)

危機管理室防災課 (内3603)
都市整備部都市計画課 (内3505)

豊島区 総務部防災危機管理課 03-4566-2574
都市整備部都市計画課 03-4566-2633

北区 危機管理室防災課 03-3908-8184
まちづくり部都市計画課 03-3908-9152

荒川区 区民生活部防災課 03-3803-8711
防災都市づくり部都市計画課 03-3802-3111(内2812)

板橋区 危機管理室防災危機管理課 03-3579-2159
都市整備部市街地整備課 03-3579-2554

練馬区 都市整備部都市計画課 03-5984-1534
危機管理室防災計画課 03-5984-1327

足立区 都市建設部都市計画課 03-3880-5280
葛飾区 地域振興部防災課 03-5654‐8572

都市整備部街づくり調整課 03-5654‐8382
江戸川区 危機管理室防災危機管理課 03-5662-1992

都市開発部都市計画課 03-5662-6368
八王子市 生活安全部防災課 042-620-7208

都市計画部都市計画課 042-620-7302
立川市 市民生活部防災課 042-523-2111(内2535)

まちづくり部都市計画課 042-528-4324
武蔵野市 総合政策部企画調整課 0422-60-1801

防災安全部防災課 0422-60-1821
都市整備部まちづくり推進課 0422-60-1873

三鷹市 総務部防災課 0422-45-1151(内2283)
都市整備部まちづくり推進課 (内2811)

青梅市 生活安全部防災課 0428-22-1111(内2504)
府中市 行政管理部防災危機管理課 042-335-4098

都市整備部計画課 042-335-4335
昭島市 総務部防災課 042-544-5111(内2187)

都市計画部都市計画課 (内2262)

区市町村名 震災復興担当所管 電話番号
調布市 総務部総合防災安全課 042-481-7346

行政経営部政策企画課 042-481-7368
都市整備部都市計画課 042-481-7453

町田市 市民部防災安全課 042-724-3218
都市づくり部都市政策課 042-724-4248

小金井市 総務部地域安全課 042-387-9807
都市整備部都市計画課 042-387-9859

小平市 企画政策部政策課 042-346-9503
総務部防災危機管理課 042-346-9519
都市開発部都市計画課 042-346-9554

日野市 総務部防災安全課 042-585-1100

東村山市 環境安全部防災安全課 042-393-5111
(内2432・2433)

国分寺市 総務部防災安全課 042-325-0124
都市建設部都市企画課 042-325-0111（内453）

国立市 行政管理部防災安全課 042-576-2111
（内146・147）

福生市 総務部安全安心まちづくり課 042-551-1638
都市建設部まちづくり計画課 042-551-1952

狛江市 総務部安心安全課 03-3430-1111(内8201)
都市建設部まちづくり推進課 (内2541)

東大和市 都市建設部都市計画課 042-563-2111（内1254）
総務部防災安全課 （内1352）

清瀬市 総務部防災防犯課 042-497-1847
企画部企画課 042-497-1802

東久留米市 環境安全部防災防犯課 042-470-7769
武蔵村山市 総務部防災安全課 042-565-1111（内333）

都市整備部都市計画課 (内272)
多摩市 総務部防災安全課 042-338-6802

都市整備部都市計画課 042-338-6856
稲城市 消防本部防災課 042-377-7119（内33）

都市建設部都市計画課 042-378-2111（内322）
羽村市 市民生活部防災安全課 042-555-1111(内206)

市民生活部危機管理課 (内217)
都市整備部都市計画課 (内287・288)

あきる野市 総務部地域防災課 042-558-1111
西東京市 危機管理室 042-438-4010
瑞穂町 企画部企画課 042-557-7468

都市整備部都市計画課 042-557-0599
住民部地域課 042-557-7610

日の出町 生活安全安心課 042-597-0511(内332)
檜原村 総務課 042-598-1011(内212)
奥多摩町 総務課 0428-83-2349
大島町 防災対策室 04992-2-0035
利島村 総務課 04992-9-0011
新島村 総務課 04992-5-0240
神津島村 総務課 04992-8-0011
三宅村 総務課 04994‐5‐0981
御蔵島村 総務課 04994-8-2121
八丈町 総務課 04996-2-1121
青ヶ島村 総務課 04996-9-0111
小笠原村 総務課 04998-2-3111

震災復興担当所管 電話番号
総務局総合防災部防災管理課（復興全般に関すること） 03-5388-2587
都市整備局市街地整備部企画課（都市復興に関すること） 03-5320-5124

震災復興に関する所管等一覧
＜区市町村＞

＜東京都＞
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防 災 に 関 す る 資 料

　東京都では、災害への事前の備えや、都・地域での取組を紹介した様々な資料を発行してい
ます。（東京都防災ホームページ http://www.bousai.metro.tokyo.jp/index.html 参照）

■東京防災
東京の地域特性や都市構造、都民のライフスタイルなどを考慮し、災害に
対する事前の備えや発災時の対処法など、今すぐ活用でき、いざというとき
にも役立つ情報を分かりやすくまとめた冊子です。生活再建支援制度と、そ
の手続も紹介しています。

■東京防災隣組活動事例集
これまでに「東京防災隣組※」として認定された各団体の活動事例を掲載し
ています。

■東京都帰宅困難者対策ハンドブック
条例や実施計画、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会でとりまとめた
最終報告やガイドラインの内容を踏まえ、各事業者での帰宅困難者対策を
進める上で、参考となるよう作成したものです。

■東京都防災ガイドブック
地震や風水害、火山などの自然災害や、大規模事故、テロ災害など、東京が
直面する危機への備えについて、都の取組を中心に解説しています。

※東京防災隣組：意欲的な防災活動を行う団体を「東京防災隣組」として認定し、その活動を都が広く紹介して
いるもの。これまでに自治会等、計 212 団体を認定（平成 28 年 3 月現在）

 【復興プロセス編】
●総務局総合防災部（都庁第一本庁舎 11 階南側）で配布を行っているほか、
　都民情報ルーム（同庁舎 3 階北側）にて閲覧・貸出しをしています。
●東京都防災ホームページ http://www.bousai.metro.tokyo.jp/taisaku/1000061/1000404.html
　にも掲載しています。

 【復興施策編】 
●都民情報ルームにて閲覧・貸出しをしています。

東京都震災復興マニュアルをご覧になりたい方は
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